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平成３０年９月５日（水） 午前１０時開議 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 議事日程（第２号） 

 １ 一般質問 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 本日の会議に付した事件………議事日程に同じ 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 出席議員次のとおり（１３名） 

   １番    山 本 光 俊 君       ９番    渡 辺 正 男 君 

   ３番    湯 本 晴 彦 君      １０番    児 玉 信 治 君 

   ４番    髙 山 祐 一 君      １１番    小 渕 茂 昭 君 

   ５番    望 月 貞 明 君      １２番    小 林 克 彦 君 

   ６番    布施谷 裕 泉 君      １３番    髙 田 佳 久 君 

   ７番    徳 竹 栄 子 君      １４番    西   宗 亮 君 

   ８番    山 本 良 一 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 欠席議員次のとおり（なし） 

─────────────────────────────────────────────── 

○ 職務のため議場に出席した議会事務局職員の職氏名次のとおり 

議会事務局長 藤 澤 光 男   議 事 係 長 湯 本   豊   

─────────────────────────────────────────────── 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名次のとおり 

町 長 竹 節 義 孝 君 副 町 長 柳 澤 直 樹 君 

教 育 長 柴 草   隆 君 会計管理者 渡 辺 千 春 君 

総 務 課 長 
危機管理室長 
選 挙 管 理 
委員会書記長 

小 林 広 行 君 税 務 課 長 山 﨑 和 彦 君 

健康福祉課長 鈴 木 隆 夫 君 農 林 課 長 山 本 和 幸 君 

観光商工課長 湯 本 義 則 君 建設水道課長 小 林 元 広 君 

教 育 次 長 大 塚 健 治 君 消 防 課 長 町 田 昭 彦 君 

代表監査委員 中 野 隆 夫 君   

─────────────────────────────────────────────── 
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（開 議）          （午前１０時００分） 

議長（西 宗亮君） おはようございます。本日はご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員数は13名です。したがって、会議の定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立しました。 

  危機管理室長より発言の申し出がありましたので、これを許可します。 

  危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） おはようございます。 

  大変貴重な時間をいただき恐縮ですけれども、危機管理室から、昨日の台風21号の状況につ

いてご報告をさせていただきたいと思います。 

  非常に強い勢力を保ったまま上陸した台風21号ですが、山ノ内町には午後３時40分ごろ接近

し、最大瞬間風速は午後５時の時点で18.3メートルがピークで、以降も夜半まで10メートルを

超える風速が続きました。 

  町では、午後４時に警戒本部を設置し警戒態勢をとり、その後、不要な外出を控えるよう野

外放送も行いながら注意喚起に努めました。 

  被害の状況ですけれども、最初の通報を午後４時ごろ受け、以降、通報に応じ現場確認する

など対応いたしました。 

  主な被害につきましては、今回の台風は雨の被害は比較的少なく暴風によるものが多く、

国・県・町道への倒木が全体で９件、建物の屋根の破損が２件寄せられましたが、空きホテル

の外壁や看板の落下という被害も報告され、今後、対応する予定でございます。また、農作物

につきましては、昨夜の段階で、農林課及びＪＡ職員と巡回しましたところ、リンゴ等の被害

は約７％の落果率という現在の状況でございます。 

  いずれにしましても、現在、被害状況について調査中でございますので、今後の調査結果に

つきましては、取りまとめの上、今議会中に報告のほうをさせていただきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） これより本日の会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

１ 一般質問 

議長（西 宗亮君） 本日は日程に従い一般質問を行います。 

  質問時間は１人25分であります。質問者は25分以内に質問を終了するようお願いいたします。

質問時間の終了の予告は終了２分前と終了時に行います。 

  また、質問は登壇して行っていただき、再質問は質問席で行ってください。 

  次に、理事者、管理職の皆さんにお願いします。質問に対する答弁は、要旨を十分把握され

簡潔明瞭にお願いします。また、反問権の行使は再質問時に認めます。議員の質問に対し反問

される場合は、必ず発言前に「反問します」と声をかけた上で反問をしてください。 
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  本日の一般質問は４番まで行います。質問通告書の順序に従い質問を許します。 

  ３番 湯本晴彦君の質問を認めます。 

  ３番 湯本晴彦君、登壇。 

（３番 湯本晴彦君登壇） 

３番（湯本晴彦君） 皆さん、おはようございます。３番 湯本晴彦です。 

  きのうは、台風21号による強風で多くの被害があったかと思います。今まだ公表されている

部分というのは少ないかと思いますが、これからまだまだ被害状況がわかってくるのではない

かと思います。 

  私の旅館でも、トタンが剥がれたり物が飛んだりと、私が経験した中でも最も強い風だった

なというふうに思います。安代地区でも、空きホテルの看板が落ちてきて隣の旅館さんに多大

な被害を及ぼしているのを、けさ、見てきました。今回、まだ被害状況が全体像としてわかっ

ているわけではございませんが、これ以上大きな被害がないことを願っております。また、被

害に遭われた方に対しましては本当にお悔やみ申し上げます。 

  さて、議員になって４年目、１期目の最後の年度になりました。まだまだ議員として仕事が

十分にできているわけでもなく、地元への恩返しにもなっていませんが、私が４年目となって

思うことをお話して質問に入りたいと思います。 

  前回の６月議会で、前佐々木教育長の挨拶の中に、教育とは、流れる水に名前を彫るような

もので、むなしいことも多いが、それを岩に名前を彫るがごとくの姿勢で取り組まなければい

けないとおっしゃっておりました。私は、まちづくりや行政、議員活動もそうなのかもしれな

いと思うようになりました。一議員の思いとしては大したものではないかもしれませんが、流

れる水に名前を彫るがごとく諦めず、そして、それを岩に名前を彫るがごとく真剣に真っすぐ

に向き合って取り組まなければいけないと、私自身、襟を正す思いで聞いておりました。 

  一つ言葉を紹介します。「遠くをはかる者は富み 近くをはかるものは貧す それ遠くをは

かる者は百年のために杉苗を植う まして春まきて秋実る物においてをや ゆえに富あり 近

くをはかる者は春植えて秋実る物をも尚遠しとして植えず 唯眼前の利に迷うてまかずして取

り 植えずして刈り取る事のみ目につく 故に貧窮す」。 

  これは二宮尊徳の言葉です。我が町が今後の長期的な構想とともに発展していくのか、それ

とも目の前のことに追われて貧窮していくのか、ぜひ遠くをはかる町政を進めて、長期的な視

点で繁栄していく町としてほしいと願います。そんなことも踏まえて今回質問をさせていただ

きます。 

  それでは、通告に従いまして質問をいたします。 

  １番、志賀草津高原ルート閉鎖による観光業への影響について。 

  （１）今年度の観光客入り込みにおけるルート閉鎖の影響はどの程度か。 

  （２）緊急的な対応策を考える必要はあるか。 

  （３）今後、自然を相手にしていくことを考えると、ほかにも対応策を講じる必要はあるか。 
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  ２番、親水公園計画について。 

  （１）親水公園建設の目的は。 

  （２）今現在の計画には観光利用は考えられているのか。 

  （３）今後の観光に対する目玉施策は。 

  ３番、空き家問題について。 

  （１）空き家対策はどこまで進んでいるのか。 

  （２）所有者不明の空き家はあるか。 

  （３）固定資産税を滞納している空き家はあるか。 

  （４）実際の空き家問題について今後の予定は。 

  （５）空き家対策の目的とゴールは。 

  （６）湯田中で再開発が進んでいるのはなぜか。 

  以上、再質問は質問席にて行います。 

議長（西 宗亮君） 答弁を求めます。 

  竹節町長。 

（町長 竹節義孝君登壇） 

町長（竹節義孝君） 改めて、おはようございます。 

  湯本晴彦議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の志賀草津高原ルート閉鎖による観光業への影響について３点のご質問ですが、

町では、観光連盟、観光協会を通じて観光業への影響調査をしてまいりました。宿泊業及び出

入り食材業者等への影響は一部認められるものの、主に国道292号沿線の食堂、小売関係への

影響が前年比約20％程度のマイナスとのことでした。 

  このまま通行規制が継続した場合には、ドライブ、ツーリングに係る宿泊客の減少に加え、

沿線日帰り施設へのさらなる影響も考えられますので、一日も早い通行どめ解除を草津町長に

要請していますが、７月18日、熊谷県観光部長、プリンスホテル徳永取締役に対して、長野県、

プリンスホテル、山ノ内町で、草津、万座、志賀という万座ハイウェーの割引きを含めた商品

造成についての協力をお願いし、両者の賛同を得、現在、事務レベルでの準備を進めていると

ころでございます。 

  一方、草津町・山ノ内町広域宣伝協議会においても、草津町と山ノ内町の連携を密にしなが

ら、今後、広域的な観光プロモーションを行うことで確認させていただきました。 

  国道292号の交通規制が町の観光業に対して大きな影響を及ぼしていることは十分認識して

おり、草津町や長野県などの協力を得て、志賀高原、湯田中渋温泉郷、北志賀高原の魅力をさ

らに発信することで影響の低減化を図るべきと考えております。 

  なお、細部につきましては観光商工課長からご答弁申し上げます。 

  次に、２点目の親水公園計画について３点のご質問ですが、既に議会全員協議会や予算審査

委員会でも何度も説明したとおり、当町にはプールがなく水遊びする場所も少ないため、住民
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の皆さんが近隣の市町村に出かけていることや、湯田中渋温泉郷においでになる子供連れの観

光客の皆さんに自然の中で水と親しむ場所として必要との観点から、子供が気軽に水遊びが楽

しめるよう、やまびこ広場の旧ヘリポート跡地に親水施設を整備するものです。 

  今後は、親水施設の整備のほか、人工芝のエリア周辺には多目的広場、若者向けのスラック

ラインやバーベキュー広場、さらには旧町民プール跡地はゲートボール場の整備などを計画し

ており、幅広い世代の町民、観光客の皆様に、より利用してもらえる施設整備をしていきたい

と考えております。 

  次に、３点目の空き家問題について６点の質問ですが、年々増加傾向にある空き家対策とし

て、管理不十分な空き家の予防と空き家の有効活用、老朽化した空き家の撤去等を基本方針に、

空き家等対策協議会において空き家等対策計画案を審議いただいて計画を策定し、空き家対策

を推進してまいります。 

  詳細につきましては、（１）から（５）までは建設水道課長、（６）は観光商工課長からご

答弁申し上げます。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） おはようございます。 

  １番目の志賀草津高原ルート閉鎖による観光業への影響について湯本晴彦議員の質問にお答

えします。 

  （１）の今年度の観光客入り込みにおけるルート閉鎖の影響はどの程度かとのご質問ですが、

町長からの答弁にもございましたが、観光連盟等を通じての調査では、例年よりも早い梅雨明

けと好天が続いたことに加えまして猛暑もよいほうに影響し、避暑や温泉を目的とした宿泊施

設への影響は現在のところ大きなものではないものと感じておりますが、群馬県側からの交通

量の減少が、国道沿線の食堂の入り込みやお土産等の販売への影響は大きいものと認識してお

ります。 

  次に、（２）緊急的な対応策を考える必要はあるかとのご質問ですが、関係者への調査の中

で少なからず国道の閉鎖による影響があると認められますので、今回の議会におきまして補正

予算を計上し、高速道路からの入り込み客の強化に向けての計画をしたいと考えております。 

  次に、（３）でございます。今後、自然を相手にしていくことを考えると、ほかにも対応策

を講じる必要があるかとのご質問ですが、山ノ内町の魅力の一つとして雄大な自然環境が挙げ

られます。特に志賀高原や北志賀高原につきましては、平地の気温が高ければ高いほど涼を求

める避暑の観光客がふえる傾向にございます。しかしながら、昨年のように天候不順が続きま

すと、入り込みは減少するという結果になります。 

  山ノ内町の観光は、これまでにも自然を初めとしてさまざまな要因に左右されておりますの

で、対応策といたしましては、今回のようなマイナス要因がありましても山ノ内町を訪れたい

というような観光地となり得るよう、観光関連団体との連携のもと、今後も一層プロモーショ
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ンの強化に努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、３番目の空き家問題についての（６）湯田中で再開発が進んでいるのはなぜか

とのご質問ですが、長野電鉄湯田中駅は、山ノ内町を訪れるさまざまなお客様がおり立つ鉄路

の玄関口でございます。 

  近年は、スノーモンキーの国際的な人気もあり外国人観光客が増加する状況の中、平成26年

ごろから、外国人のニーズに対応した泊食分離型の宿泊施設や飲食店が誕生しております。ま

た、町では、山ノ内町空き家の店舗等活用事業補助金により町内の空き店舗の有効活用を進め

るための支援を行っており、今回も補正予算を計上し、湯田中駅前の空き店舗の改修補助をし

てまいりたいと考えております。 

  このように、観光地としての湯田中地域において、民と官及び地域がそれぞれの役割の中で

観光客のニーズ、とりわけ外国人観光客に対応してきたことや、若い担い手の活躍が新しい担

い手を呼び寄せている相乗効果等によりまして、湯田中での再開発が進んだ要因であると考え

ております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） おはようございます。 

  それでは、湯本議員の３番の質問について補足の説明を申し上げます。 

  ３番、空き家問題についてでございますが、（１）空き家対策はどこまで進んでいるのかの

ご質問でございますが、現在、空き家等対策協議会の開催に向け、協議会構成員となる関係諸

団体に対し協議会委員の選出推薦を依頼するとともに、早ければ９月下旬ごろには協議会を開

催したいと準備を進めているところでございます。 

  今後は、協議会にて空き家等対策計画案を策定し、計画に基づく空き家等の対策を図ってま

いりたいと考えております。 

  次に、（２）所有者不明の空き家はあるかとのご質問でございますが、空き家となっている

建物の調査を行っておりますが、目視調査でございますけれども、所有者の詳細の把握までに

は至っておりません。そのため、今後は庁内会議で連携し、空き家となっている建物の所有者

の詳細の把握に努めてまいります。 

  なお、（３）固定資産税を滞納している空き家はあるかとのご質問でございますが、所有者

の把握に当たり固定資産税等の情報を提供していただくこととなりますが、滞納状況等につき

ましては、所有者の特定に必要な個人情報ではないことから、こちらでは把握していく予定は

ございません。 

  次に、（４）実際の空き家問題について今後の予定はとのご質問ですが、空き家は、利活用

が可能な空き家から、老朽化が進み早急な対応が求められている空き家までさまざまでありま

す。そのため、利活用が可能な空き家につきましては空き家バンクなどの活用の推進、また老

朽化により早急な対応が必要な空き家につきましては、地元の区等とも連携し、個別に対応を
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してまいりたいと考えております。 

  次に、（５）空き家対策の目的とゴールはとのご質問ですが、空き家は、人口の減少や世帯

数の減少に伴い今後も増加していくことが想定されます。空き家になることが問題ではなく、

空き家となった建物を所有者において適正に管理していただくか、また、所有者において不要

となった建物を有効活用する取り組みを進めていくことが、空き家対策の基本的な目的になる

と考えております。 

  しかしながら、場合によっては、老朽化した建物の除却等についても空き家対策として取り

組んでまいる必要があるかと思います。空き家対策としては、あくまで管理不全な空き家の予

防と空き家の有効活用を基本に、基本的には進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） それでは再質問させていただきます。 

  順番を２番の親水公園のほうから、ちょっと順番を変えて質問をさせていただきます。 

  親水公園については何度もお話をいただいてはおりまして、また議会でも何度も議論をさせ

ていただきました。その点で質問をさせていただきたいんですけれども、観光利用という観点

で私が前回、９月議会、１年前ですね、での賛成討論で提案した蛍が見られるように整備する

とか、それと観光の目玉として開発していくという、そういった案を提案させていただきまし

たが、その点についてはどのようなお考えでどのように話し合いが進んでいるのか、その点を

お聞かせください。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 現在の計画におきましては、現在、水路が流れておりますが、そ

ちらのほうへ蛍がすめるまでの整備、砂利を敷いたりというのは特に考えておりません。水路

に安全におりられて水と戯れてもらうというような計画でございます。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） やまびこ広場全体のリノベーションという観点では、これからまた再開発

をしていくということ自体は非常に大事なことだなというふうに思っているんですけれども、

その目的として、水遊びをするところがない子供連れの方たちにも水に親しんでもらうという、

それだけなのか、その点はどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 水に親しむということで親水でございます。ことしのような猛暑

におきましてもやはりニュースの中で映像として出てきますのは、子供たちが今度計画してお

ります噴水等で喜んで遊んでいるということが非常にニュースとして紹介されますので、まず

は水に親しむと。また、それの完成の折には、以前、ＷｏｗＷｏｗフェスティバル等のイベン

トも開催されておりましたけれども、魚のつかみ取りですとかそういうような、またそれを活

用したイベント等を行っていくということで、観光客の皆さんにも楽しんでもらう施設になる
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のではないかと考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そうすると、やまびこ広場としての今後の開発するコンセプトというんで

すか、全体的なイメージや狙い、そういったところはどういうところへ持っていこうという考

えがございますでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） コンセプトといえば、もともとやまびこ広場として町民に親しま

れてきている広場でございます。夏祭りが行われたり、またゲートボール大会等の各種イベン

トが開かれておりますので、今後もやはり町民が集う場所、また観光客、ゲートボールを初め、

今度新たに若者向けにフットサル等の多目的グラウンド、広場として活用を図っていきたいと

考えておりますので、コンセプトといえば、町民を初め、本当に幅広い年齢層の方に楽しんで

いただける施設ということであろうかと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 先ほどＷｏｗＷｏｗフェスティバル、過去にやった、そういった釣り大会

とか魚というようなことも挙げてられていましたけれども、それをもしやっていくとした場合、

引き受ける主体というのはどういったところをお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 以前のＷｏｗＷｏｗにおきましては観光連盟、特に旅館の皆さん

が中心となりまして行ってきたとお聞きしておりますけれども、やはり町が全て主導するので

はなくて、皆さんからこのような、また復活してもいいんじゃないかという声が上がるのを希

望しておりますので、できれば、実行委員会ですけれども、中心はやはりそのような観光、旅

館関係者が中心となった実行委員会かと思われます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そういう意味では、２つ、私も含めちょっと混在しているところがあって、

町民のための、子供さんたちの遊び場としてのやまびこ広場、また若い人やシニアも含めてか

もしれませんが、そういうあり方と、それと観光客が利用するというあり方と２つを両立てし

ていくのか、それとも町民のためのものとして、観光としては二次的な利用なのか、その辺は

どのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 以前、ＷｏｗＷｏｗの際にも、私もちょうど育成会の役員等をし

ておりまして、非常に育成会の行事の一つとしてみんな子供が楽しんでおりましたので、そう

いう意味では観光客というよりも住民の非常にいいイベントだと思っておりましたので、実行
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委員会の中でも、そういう面では観光客を対象とするもの、あと、そういうような子供、町内

の子育て支援の一環、育成会等のためにも、それらのＰＴＡ、育成会の関係者の方も参加する

ような実行委員会形式がいいのではないかと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 町民のためというのも本当に重要だと思います。その町民のために水に親

しめるそういう公園をつくったり、多目的広場、そういうのをつくったり、そういうことを再

開発としてやっていくことでその先にどういう効果、狙い、何かそういったものはございます

でしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 町にはさまざまな観光施設、また観光資源があると思っておりま

す。その観光素材、またコンテンツの一つとしてこのような施設ができれば、また魅力的にな

ろうかと思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そうすると、先ほど私、申し上げた蛍を育成したりして一つの名所とする

という、そういう考えというのはどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 何か観光名所という、例えばですけれども、この先、噴水ができ

まして仮にライトアップですとか、また、そこに冬においては水を使った氷柱というか、つら

らにライトアップさせたりして現代におけるインスタ映え等をする場所にすれば、またそこも

観光名所として知られていくんではないかと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 当然、観光客が来るということは、地元の町民やまた周辺の市町村の人た

ちも集まってくるとは思うんですけれども、その辺の狙いというのですか、そこら辺が少し曖

昧なような気がいたします。 

  町民のために水遊びするところをつくったり、そういった広場をつくっていく、これはすご

く大事だと思うんですが、その先に、例えば移住定住をしやすくするとか、山ノ内にはこうい

った魅力があって住んでもらうとこういった場所もあるんだよという、そういうほうを狙うの

か、それとも観光施設の一つの名所として観光客をふやしていくという狙いがあるのか、その

辺のゴールというか目的、最終ゴールですね、その辺をどのようにお考えなのか、ここはちょ

っと町長にお聞きしたいです。 

議長（西 宗亮君） 竹節町長。 

町長（竹節義孝君） 今それぞれ課長のほうからいろいろ申し上げましたけれども、あそこその
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ものがやっぱり町のある意味では中心的な場所になっておりますので、湯本議員の言う、町民

が利用するのはいいけれども観光客がどうなるということではなくて、町民も観光客もみんな

が利用していただける。町の全ての施設がほとんどそうだと思いますけれども、これは町民が

利用する、観光客が利用する、そういう区分けではなくして、観光の町ということもこれござ

いますので、皆さん方が大いに利用していただく。 

  今までも申し上げてきたのは、最終決定ではございませんけれども、親水広場を設けた、あ

わせてそこの脇の水路を楽しんでいただける、そういう場所と。それで、私も孫も連れてこと

しの夏も何度か行ってみましたけれども、子供さんたちは親子であの川の中で遊んでおります

し、そしてまたあわせて遊具のところで遊んでおりました。 

  その上段の今、多目的広場になっておりますゲートボール場でございますけれども、あそこ

をできれば人工芝を張りかえて多目的広場ということで、ゲートボールは今の室内のゲートボ

ール場ありますから、そことその下のところの駐車場の奥をゲートボール場にして、もうゲー

トボール人口はかなり減っておりますので、あそこをもっと多目的広場にしたり、若者が利用

できるスラックラインだとか、それから前のドッグランになっておりますところをバーベキュ

ー広場だとか、いろんな町民、観光客の幅広い年代層に利用していただける、そういう場所と

していきたいと。 

  そもそも親水広場をつくるときに言われたのは、ゲートボール場で年寄りの使う施設になっ

ていると。これをもっと小さい子供たちが利用できるように、若者が利用できるようにできな

いかということの中であの親水計画が始まってきておりますので、ただ、その中でそれだけと

いうことではあれですから、幅広い世代、住民、観光客が利用できるという。 

  これからまだ、それも最終決定ではございませんので、今後、親水が、今議会で提案してご

ざいますけれども工事が終了し、そしてその後また十分皆さんのご意見をお聞きしながら、で

きるだけ多くの皆さんに利用していただけるような総合的な施設に、土地の面積が限られてお

りますけれども進めていきたいなと思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 私も、親水公園としてやまびこ広場の再開発を検討していくこと自体、す

ごくよいことだと思っております。そのリノベーションの目的が住む人だけではなく観光でも

使える、そういった意味で幅広くというか、そのために魅力をつくっていかなければいけない。

例えば移住定住を促進していくぐらいまで魅力的にしていくのであれば、他市町村よりももっ

と魅力あるようなものにしていかなければいけないですし、観光名所という意味合いを考えて

いくと、蛍は一つの案ではありますが、川があるので川魚とか川の生物といったそういった、

ものをもっとうまく活用したり、そういうのが見られるようなものやパネルを展示したりとか、

もう少し遊べるようなところも一つの案かと思いますし、あの辺は梅の木があるので梅や桜の

名所、いろんな案が出てくると思います。 
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  いずれにせよ、そこの目的というかゴールをしっかりと定めて、一体何のためにあそこをリ

ノベーションしていくのか、これをしっかりと検討していっていただきたいなというふうに思

っております。 

  町の総合計画でも、目標の観光の利用人員を460万人から平成32年度に550万人にという目標

を掲げております。この数字はなかなか達成していくにはハードルが高い数字ですので、いず

れにしろどんな施策にしても観光を絡めて利活用できないかという視点がなければ難しいなと

いうふうに思いますので、ぜひ目玉となるような構想を掲げて進めていただきたいと思います。 

  続きまして、１番に戻りまして、志賀草津高原ルートの閉鎖の観光への影響ということです

けれども、町としても、いろいろと連携協議会やプリンスホテルさんとかにも働きかけたりし

て対策を立てていただいている、動いていただいていることは非常にありがたいというふうに

思うのですが、観光商工課長もおっしゃっていましたが、天候に左右されることが非常に大き

いということで、自然を相手にしていく観光というと我々ではもうどうにもできないようなこ

とが起き得るなというふうに思うのですが、そのために何か具体的に、先ほどおっしゃってい

た天候とかに左右されてマイナスがあっても何とか来てくれるようなところという意味で、何

か具体的な方策や考えというのはあるのでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） お答えします。 

  町は、もともと自然の恩恵を受けて温泉があり、また雪がありということで発展してきた町

だと思っております。本当に、先ほどご答弁申し上げましたが、自然を相手にしているので仕

方ないとは思います。屋外のアウトレットモール等あればいいんでしょうけれども、なかなか

そういう施設、また誘致も難しいかと思いますので、今までのスキー並びに温泉、また雄大な

自然環境、また景観等、やはりこの町の売りはそのような自然であろうかと思いますので、そ

れらを一層ＰＲしていきたいと考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） ここは非常に難しいところではあると思うんですが、何をやってもきのう

のような台風で被害が出たり、温泉にしてもやはり自然頼みになってしまいますので、何が起

きるかわからないというところでは何をやっても一緒なのかもしれませんが、自然頼みの観光

だけでは、道路が閉鎖とか雪が少ないとか、猿がそれこそ来なくなったりとか温泉に入らなく

なったとか、そんな我々の力ではどうすることもできないことに依存するのではなく、少しで

も我々の力でも何とかなるとか自然とは関係ない魅力づくり、そういった部分としては私は町

並みや景観づくりとか食文化、こういったところにあると思っています。 

  しかも、そういったものは単発のイベントで終わるのではなくて年々育てていくこともでき

ると思うんですけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 
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観光商工課長（湯本義則君） お答えします。 

  今、議員がおっしゃられましたそのような人工のもの、自然につくられたものではなくて、

昔からある神社仏閣、また長年養ってきた町の景観等というのは非常に観光素材として、天候

が悪くてもごらんになれるという部分では賛同するものがございます。またそれらも含めＰＲ

していきたい。 

  また、食という部分では大変おいしい果物がございます。また、酒蔵もあったりしますので、

それら食べて、飲んで、また温泉につかって、この町の文化を見て歩く、ＯＮＳＥＮ・ガスト

ロノミーツーリズムということで、次年度、イベントの計画を進めているところでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そういう意味で、ルートのオープンというのが今後いつになるのかという

のが何とも言えない部分だと思います。ですので、自然頼みというわけではなく、また長期的

に我々の力で何かできる魅力づくり、こういったものに今後の観光振興施策を考えていただき

たいなというふうに思います。 

  年々きれいになっていくとか年々整備されていくとか、そういう意味でも継続的な予算、ま

たは財源としてふるさと納税や入湯税などの活用をしていってもよいと思うのですが、その辺

の財源的な問題というのはどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 竹節町長。 

町長（竹節義孝君） 災害だとかそういうときにはいろいろご心配がありますけれども、昨日、

有線あるいは防災無線でお聞きになったかと思いますけれども、災害があった場合には不要不

急の外出はお控えくださいというふうに放送します。ということは、その施設があっても、屋

内施設があっても、申しわけないけれども、ここへ来る交通機関や道路、そういったものが閉

鎖されたり、あるいは冬でいえばリフトがとまっちゃうとかそういうことがございますので、

そういうものがあれば全て解決ということではないと思います。 

  ただ、町のほうでは、例えば社会体育館が休館になっておりますので、こういったところを

中心にしながらいろんなことを今後考えていかなきゃならないとは思っておりますけれども、

財源的には今までも国の補助金、それから一番私ども活用させていただいておりますのは過疎

債、これがもう全額借りられて90％交付税措置がございますので、非常に有利な、この地域の

過疎に歯どめをかけるということでそれが活用できます。 

  ちょうど合併特例債と同じようなことでございますけれども、そして、昨年度、若干減りま

したけれども１億4,000万のふるさと納税がございましたので、今回の親水広場についてもそ

れを使わせてもらったり、高校生がベイルへ行ったときにも人材育成の資金を使わせてもらう

とか、できるだけこれからも町のいろんなものについて、議会でご説明申し上げましたとおり、

ふるさと納税については引き続き多く集まるようにこれからも私ども努力していくと同時に、

そこへふるさと納税を、それぞれ目的が掲げてございますので、それに合った目的に沿って大
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いに活用しながら、この地域の活性化あるいは観光や農業の振興に、住民の安心・安全なまち

づくり、いろんなところに多目的に使うように、これからも心がけていきたいなと思っており

ます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） ぜひ過疎債を、今、本当にたくさん使っていただいていると思いますが、

より一層、特に観光という意味で、私どもでつくっていける景観とか食文化とか、そういった

ものにどんどん活用していただきたいなというふうに思います。 

  そういった意味で、３番の空き家問題に移りたいと思うんですが、まず空き家対策なんです

けれども、現状ですね、いつから始めて、今何年目というか、どのぐらいたっているのでしょ

うか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えします。 

  空き家対策特別措置法ができまして、それから27年度に空き家の目視調査がスタートしまし

た。それで28年度に一応の成果が上がったんですが、29年度につきましては、庁内会議を設置

しまして庁内での空き家対策計画の案の策定をしてきました。それで、30年度、空き家対策協

議会をここで設置しまして、空き家対策計画をまとめるというような段取りで進んできており

ます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そうすると、27年度がスタートで、28年度、29年度、30年度ということで

４年目ということでよろしいんでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えします。 

  実質的な作業とすればそういうことでよろしいかと思います。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 正直、きのうの台風で恐れていたことが起きたわけです。かねてから、某

空きホテルに猿が住みついたりとか壁が落ちてくるとか危険なことや、景観的に非常に問題が

あることを指摘もしてきましたし、住民からも話が行っていたと思います。きのう、その某空

きホテルから看板が隣の旅館へ落ちたと。人的被害には至っていないとは思うんですが、屋根

に穴があくという大きな事故になりました。 

  正直、こういった大きな事故がこれからも懸念されるわけですけれども、空き家調査をして

いるうちに時間がどんどんたっていってしまっていないかというところを懸念するんですが、

その辺はどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 
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建設水道課長（小林元広君） お答えします。 

  空き家調査で得られた、今、件数は330件ということでお答えしておりますけれども、ただ、

その中で非常に危険な状態の空き家17件とかそういう数字は把握しておりますけれども、特に

道路に支障があるとかそういう部分につきましては個別に指導、ご通知申し上げたりというこ

とでご連絡はとっております。 

  ですから、これからですが、空き家対策計画を、対策協議会の専門家の皆様に委員として入

っていただきます。警察、建築士さん、いろんな分野の、弁護士さんも含めてですが、そちら

のほうで協議はしていただきますが、並行して所有者の調査、詳細な調査は並行して進めてま

いりたいと。その中で緊急な措置につきましては、相手に連絡をとるというのが一番時間がか

かるんですが、昨日もこちらのほうで連絡をとったり、いろんな法的な難しい部分もございま

すけれども、それは並行して進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 所有者の問題もあると思うんですけれども、今回、隣の旅館に大きな被害

があったこと。これはもう、既に危険な状態があるよということを前から指摘されていたにも

かかわらずここまで放置してしまったという責任というのはないでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えします。 

  それぞれの物件について、所有者、それから管理されている方に個別には連絡をとっておる

んですが、基本的には、所有者において適正に管理していただきたいということでスタートし

ております。 

  ですから、町のほうで危険回避をする措置というような、費用負担が発生するようなものを

簡単にはできないということで、基本的には管理者のほうでということで、一般住宅、旅館、

それぞれ状況は違うと思いますけれども、個別の状況に応じて対応をしてきたつもりでござい

ます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 金額の問題もあると思うんですが、一刻も早く、正直これは除却すべき問

題だと思っております。一刻も早く着手すべきという意味で、この空き家対策自体も、何年も

かけるのではなくスピーディーに対処をお願いしたいというふうに思います。 

  それから、所有者不明の空き家についてはまだ把握に努めるということだったと思いますが、

これにしても、今後まだまだ出てくる可能性はあると思うんですが、その辺はいかがお考えで

しょうか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えします。 
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  これから、固定資産税の情報は活用できる、特別措置法で認められておりますので、その物

件について所有者は誰かという把握はできると思います。ですが、その方に連絡をとれるかと

いうのはまた別の問題で、そこへ至るまでにもやはり時間はかかるかと思いますが、特に優先

的に状態が悪い物件から、全体まとめてからということでなくて並行して進めてまいりたいと。 

  連絡がとれるかどうかという部分から含めまして、まず状態を改善してくださいというご連

絡を既にとって、別の地区で一般住宅ですが個々で改善していただくというようなケースも出

てきておりますので、詳細調査の中で除却ももう既にしているというような情報もあります。

ですが、また改めて調査をしまして、件数も変わってくると思いますが、対応してまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 危険な空き家または空きホテル、これに関しては早急に手をつけていただ

きたく、その意味での優先順位は本当に守っていただきたいなと思います。 

  固定資産税の情報を利用するということですが、固定資産税を滞納しているというケースと

いうのは、まだそこら辺の把握はされていないでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えします。 

  先ほどもご答弁申し上げましたが、まず空き家対策特別措置法で認められているのは、空き

家の所有者を特定するために固定資産税の情報をという活用は認められておると、庁内での活

用、そういう調査は認められているということでございます。 

  ですから、空き家対策で所有者を確認するという部分では、滞納という部分は特に問題では

ないと思います。ですが、付随してそういう情報も入ってくる税務課等とも協議しながら、折

衝していく中ではそういう部分も出てくるかと思いますが、基本的には滞納状況というのは特

に把握する必要はないかと思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） これは、できる、できない、難しい面はあると思うんですが、滞納状況に

よって、例えば滞納を理由に差し押さえるということは町では可能なんでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 税務課長。 

税務課長（山﨑和彦君） お答えします。 

  収納の関係と滞納の状況においてそういった処分をしていくというのは可能になります。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） とすると、町で差し押さえてそれを公売するとか処分するとか、そういう

ことも可能ということでしょうか。 



－48－ 

議長（西 宗亮君） 税務課長。 

税務課長（山﨑和彦君） お答えします。 

  段階を踏まえましてそういった状態に持っていくというか、そういう処分をするというのは

可能であるというふうに考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 私は、空き家問題はいかに、空き家とか使えるものはどんどん活用して、

危険なものはどんどん除却していかざると得ないと思うんですけれども、その意味では流通と

いうか、そのままに放置されてしまって手が出せないというのが一番よくない問題だと思うん

ですけれども、流通するためにどのようにしていくか、または流通するのに障害になっている

ことというのは何かあるのか、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えします。 

  やはり私どもも、利活用ができる物件はどんどん流通といいますか、していただいて、新し

い人が住んでいただけるような状態が望ましいと思います。 

  それで、町では空き家バンクですとかいろんな施策は取り組んでおりますが、やはりいろん

な方のお話聞くと、その物件にいろんなものが詰まっていたり、思い出から仏壇からいろんな

ものがあったりということでなかなか、じゃ空き家バンクに登録するとか、そういうふうに踏

み切れないという方も結構いらっしゃると思います。それは一般の住宅でございますけれども、

いろんなそれぞれの事情があるということで、今後、空き家対策協議会、専門家の皆さん入っ

ていただきますので、そういう相談にも対応できる、専門家が相談に対応できる状態もつくっ

ていきまして、スムーズに促進ができるように対策協議会のほうでも対応してまいりたいと思

います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そういったやっぱり仏壇があるとかいう話はよく聞く話だと思います。そ

れだからこれもう手をつけられないというのではなく、じゃどうしたらそういう物件も流通で

きるのかという観点でその協議会でも話をしてほしいですし、例えばお寺さんと協力して見て

もらえるとか何かそういうサービスが考えられないかとか、いずれにしろ流通させないことに

はもうこれ大変なことになるぞという意識で取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

  先ほど空き家バンクの話も出ましたが、現在の空き家バンクの登録件数と、例えば実際に去

年１年で契約なり空き家バンクからの空き家の処分というんですか、それができた件数とか、

もしわかればそれを教えていただきたいです。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 
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  空き家バンクの現在の登録件数は12件でございます。一番古くは平成16年当時から行われて

おりまして、それを延べで言いますと41件の登録がございます。ただ、抹消等がありますので

現在は12件ということでございます。 

  空き家の利用者につきましては、平成25年が一番最初でございますけれども、延べ数で申し

上げますと38件の利用者がございます。ただし、これは利用者ということですので、そこに実

際に買われて定住をしたかどうかというところまでは調査ができていないというのが現状でご

ざいます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 空き家バンクの仕事というかこの事業というのは町の不動産業者と何が違

うのか、そこを教えてください。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 

  不動産業者と何が違うのかというところなんですけれども、不動産業者というのは自分の利

益を生むために仕事をしておりますので、当然、仲介料、手数料、いろんなものがあるわけで

す。ですから、そちらのほうを通しますと非常に費用がかかってしまうということがございま

すので、そういった負担も軽減できますし、町が中に入っているということがありますので安

心できるというようなことがございます。 

  ただし、実際に取引をするということになりますと町はそういう免許がございません。宅建

の免許がございませんので、当然そういう専門家のお手をかりるということになりますけれど

も、ただ、探すという意味では探しやすいのが空き家バンクではないかというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 探すという観点で意外に知られていないような気もするんですが、不動産

業者さんのほうが割と流通されているというか、知られている面もあるような気がするんです

が、その辺はいかがでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 

  議員がそういうように思われているのであればそういう部分もあるかなというふうに思いま

す。周知不足、ＰＲ不足というのがあるかもしれませんので、その辺についてはまた検討させ

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） 例えば紹介業務というのを不動産屋さんに委託という形はできないですか。 
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議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 

  今までそういったことを検討してきた経過というのは私もまだ承知をしておりませんので、

その辺も含めてメリット、デメリット、その辺を整理して、それが町にとってあるいはお客様

にとってより有効だということが判断できれば、そちらの方向にも進むことはあり得るという

ふうに考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） いろいろとメリット、デメリットを考えてやっていかなければいけないと

思うのですが、民間と町と同じことをやっていてももったいないと思いますので、そういうの

は一元化できるのであれば一元化し、町と民間とでやることをうまく差別化するというか、協

力し合える、役割分担をして進めていくことができるのであればそのほうが効率がいいかなと

いうふうに思っております。 

  そういった意味で、最後の湯田中の再開発なんですけれども、湯田中では、新たに不動産を

買い上げたりサブリースという形で不動産業者というかまちづくり会社とかが借り上げて、そ

れをまたさらに民間に貸すという、また貸しという感じですね、そういったのがあらわれたり

してきていることによって流通が進んだと思われるんですが、その辺はどのようにお考えでし

ょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 今おっしゃるとおり、湯田中にはまちづくり会社が入ってきてお

りまして、今でもあいた旅館、また飲食店等を所有して、それをまた貸しじゃないですけれど

も貸して事業をしていただいているというふうなものもございます。さまざま、不動産を通さ

ず直接、所有者からお借りして再利用している方もいらっしゃいます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） いずれにしろ、やっぱり店舗にしても空き家にしても、流通を促進すると

いうことを主に考えていかないと停滞してしまうと思いますので、その意味で、第三者機関と

して町並みづくりを進める例えば公社とか民間会社とタッグを組んでまちづくりを考えていく、

そういった機関というんですか、私は空き家対策というのはまちづくりそのものだと思ってい

ますので、そういった意味でそういった機関や組織、そういうのを考えていくというお考えは

ないでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 竹節町長。 

町長（竹節義孝君） 一つの方法としてまたそういうご提案について十分検討してみたいなと思

っています。 

  私もＲＥＶＩＣの社長あるいは八十二銀行の頭取さんといろいろ懇談させていただく中で、



－51－ 

今まで地元でやっていると旅館を閉めたりあるいは商店のシャッターがおりると。ＲＥＶＩＣ

が入って、八十二銀行が入ったことによって、今までこんなに若い人たちがこの地域にいるの

かなぐらい、そういったところがにぎわっているよなと。やっぱりそういうノウハウを私たち

も勉強しなきゃいけないなと。こんな話をＲＥＶＩＣの社長や頭取といろいろ懇談していると

ころでございますけれども、そういった今までの私たちの既成概念をもう少し視点を変えるこ

とが必要なのかなと。 

  よく昔から、活性化するには子供さんとか女性をターゲットにするといいなということが言

われておりましたけれども、そういった中で、これからいろんなお客様のニーズに沿うような

店舗づくりあるいはメニュー、そういったことも研究していくことが大切だと思っております

ので、これからもできるだけそうした民間のノウハウを大いに生かすようなことを考えていき

たいと思っておりますし、ぜひそういう意味では積極的なご提言もいただければありがたいと

思っています。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君。 

３番（湯本晴彦君） そういう意味ではいろいろな手法が今出ております。島根県海士町だった

と思うんですけれども、空き家を町が10年とか15年で借り上げてそれをＵ・Ｉターン者に低家

賃で貸すとか、茨城県土浦市では地元の金融機関と協力して、リバースモーゲージローンとい

うちょっと難しい言葉なんですが、所有している自宅を死亡時には処分できるというような、

そういうのを担保にした借り入れ、年金がわりに借りるという、そういう手法も出てきており

ます。ぜひ再開発という意味で庁舎内でもそうしたことを研究していったり、またチームをつ

くって考えていっていただきたいと思います。 

  ちょっと時間が来てしまいましたので、まとめたいと思います。 

  今回、やまびこ広場のリノベーション、志賀草津高原ルート閉鎖、空き家問題と３つの質問

をさせていただきました。全て、今、町で重要課題となっていることは町のリノベーション、

再開発だと思っています。これを行うに当たって切り離せないのが観光と私は思っています。

観光振興は雇用の創出、そして移住定住をふやす効果も狙えます。山ノ内は、多くの資源を持

ち合わせていながら点在しているのが課題だと思っています。それぞれの点と点を結び線や面

に変えていくだけでも効果的な再開発になるのではないかと思います。 

  変化していかなければいけない時代に既に起こっている未来が見えているのであれば、その

対策をしないで先送りすることは、まさに秋の収穫のために種を植えるのではなく、植えるこ

ともしない、ひどければその種を食べてしまっているような、近くをはかるものになってしま

うと思います。 

  これから空き家はふえ続けるので、そのために公的負担もこれからふえると思います。今さ

えよければよいというのではなく、将来のことを見据えた総合的な開発ビジョンを持って計画

を推進していただきたいと思います。 
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  以上で終わります。 

議長（西 宗亮君） ３番 湯本晴彦君の質問を終わります。 

  ここで議場整理のため11時15分まで休憩します。 

 （休 憩）          （午前１１時０７分） 

─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午前１１時１５分） 

議長（西 宗亮君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君の質問を認めます。 

  ９番 渡辺正男君、登壇。 

（９番 渡辺正男君登壇） 

９番（渡辺正男君） おはようございます。 

  台風21号も去って台風一過の大変爽やかな一日と言いたいところなんですが、台風は大暴れ

でした。私も昨日午後から地元とかいろいろ車で回りながら被害状況とかも見て歩いたんです

が、特に宇木の場合は、今回みたいな台風の進路ですともろに南風、東風を受けるというよう

なことで、落果被害もありますけれども、ブドウも落ちていたり、あと木の枝が折れたり根こ

そぎ倒れているとか、そういった樹体被害も大分見受けられます。 

  ちょっと憂鬱な感じのスタートでありますけれども、まだ全体の被害状況が把握できている

わけではないので、これから農協やいろいろ共済のほうとも情報共有しながら被害状況をつか

んでいただいて、農業以外の部分についても被害状況を把握した上で万全の態勢をとっていた

だきたいと思いますし、農業につきましては、場合によっては農協と一緒になって災害対策資

金の準備とか、そういった形の対応も含めてぜひとも万全の策をお願いしたいというふうに思

います。 

  それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

  １番、猛暑から町民の命を守るために。 

  （１）ことしの猛暑の実態は。 

  ①平年の気温との比較でどうだったか。 

  ②学校・保育園ではどうだったか。 

  ③ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯では。 

  ④熱中症等での救急搬送例は。 

  （２）今後の猛暑対策は。 

  ２番、国民健康保険特別会計の現状と今後の見通しは。 

  （１）29年度決算をどう分析しているか。 

  ①保険給付費の大幅減の要因は。 

  ②基金残高をどう考えるか。 
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  （２）30年度の現状と見込みは。 

  （３）来年度の保険税改定はどうなるか。 

  （４）保険税の28年度値上げ、29年度改定は適切だったか。 

  ３、福祉医療制度の拡充を。 

  （１）全ての対象者を窓口無料化に。 

  （２）窓口無料化を完全無料に。 

  ４、小・中学校のスキー関連組織の再構築にどう取り組むか。 

  （１）現状、課題をどう認識しているか。 

  （２）時代に合った効率的な組織再編が必要では。 

  （３）どう支援していくか。 

  以上です。再質問については質問席で伺わせていただきます。 

議長（西 宗亮君） 答弁を求めます。 

  竹節町長、登壇。 

（町長 竹節義孝君登壇） 

町長（竹節義孝君） 渡辺正男議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の猛暑から町民を守るためのことしの猛暑の実態と対策について４点のご質問ですが、

①の気温については、昨年７月の平均気温が24.1度のところ、ことしは25.8度、同じく昨年８

月の平均気温が23.9度のところ、ことしは24.6度と、いずれも前年より高い数値を示しており

ます。 

  ④の熱中症等の救急搬送例については、昨年は７月から８月にかけて軽症が１件発生したの

みですが、ことしは軽症が６件、中等症が３件の９件発生いたしました。熱中症対策としては、

チラシなどで広報をしておりますが、小まめな水分補給と扇風機やエアコンにより暑さを避け

るよう呼びかけていました。 

  ②の学校につきましては教育長より、②の保育園と③につきましては健康福祉課長から、

（２）も含めてそれぞれ答弁申し上げます。 

  次に、２点目の国民健康保険特別会計の現状と今後の見通しについて４点のご質問ですが、

本年度から県も、国民健康保険の財政運営の責任主体として市町村とともに運営を行っており

ます。今後は、県が示す納付金や標準保険料率により判断してまいります。 

  詳細につきましては健康福祉課長からご答弁申し上げます。 

  次に、３点目の福祉医療制度の拡充について２点のご質問ですが、８月から子供の医療費の

現物給付方式を開始しており、窓口での支払いが最大500円となり、保護者の負担感が大幅に

軽減されています。 

  詳細につきましては健康福祉課長から答弁させます。 

  次に、４点目の小・中学校のスキー関連組織の再構築にどう取り組むかについて３点のご質

問ですが、町のスキー文化の継承は大変重要と認識しており、ジュニアスキー選手育成には町
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としても大きく支援しているところでございます。 

  少子化による影響はスキーのみでなく、８月開催の総合教育会議においても中学校長から部

活動の現状が報告され、チームが組めないなどといったことから活動できる部が制約されると

のことでした。スポーツ推進計画の策定に当たってもこのことが議論されたと聞いております。

スポーツ推進計画をつくっていく上で関係者とも十分協議を行っていきたいと考えております。 

  ３点のご質問については教育長からご答弁申し上げます。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） 渡辺議員のご質問にお答えいたします。 

  １の猛暑から町民の命を守るために、（１）のことしの猛暑の実態は、②学校・保育園では

どうだったかについてですが、学校につきましては、扇風機をフル稼働させ、遮光ネットやよ

しずを設置するなど暑さを少しでも軽減できるよう児童・生徒の体調管理に気を配り、また、

水筒の持参を呼びかけて熱中症を防ぐようにしております。 

  私は、７月20日、学校訪問を行いましたけれども、そのときも教室内の温度は30度を超えて

おりました。特に西日が当たる教室では児童・生徒にとって厳しい環境のため、少しでも涼し

い教室に場所を移して授業をするなど工夫しております。 

  （２）の今後の暑さ対策につきましては、中学校は、今年度、長寿命化改修工事において普

通教室にエアコンを整備いたします。小学校については、町長からエアコン整備の指示があり

ましたので、実施計画において整備計画を立て計画的に整備する予定であります。 

  次に、４の小・中学校のスキー関連組織の再構築にどう取り組むかについて、１点目の現状、

課題をどう認識しているかとのご質問ですが、平成30年６月13日現在、山ノ内中学校スキー部

にアルペン、クロス、コンバインドの３種目38名が所属しており、東小学校スキー部はアルペ

ンとクロスで44名、西小学校スキー部もアルペンとクロスで14名、南小学校スキー部はクロス

のみで20名が所属していると報告を受けております。 

  課題につきましては、児童・生徒数の減少あるいは景気の低迷による影響からかスキー部員

が減少しており、今後もこの状況が続くことが予想され、選手はもとより指導されるコーチや

学校顧問、選手を支える保護者の負担など、環境は厳しい状況にあると認識しております。 

  ２点目の時代に合った効率的な組織再編が必要ではとのご質問ですが、教育委員からも、総

合型地域スポーツクラブの創設に向けた取り組みをご提案いただいておりますし、中学校長か

らも、部活動の一部を地域の皆さんと一緒にできる仕組みを模索していただきたいと要望をい

ただいております。前向きに検討を進めていきたいと考えております。 

  ３点目のどう支援していくかとのご質問ですけれども、現在、町体育協会とジュニアスキー

育成連絡協議会を通じまして、小・中学校スキー部への援助や、全国中学校スキー大会等や小

学生全国規模大会に出場する選手、コーチに対しての参加費補助を実施しております。また、

全日本スキー連盟指定強化選手である町内の高校生へは活動費用の援助などを実施しておりま
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す。 

  今後も、志賀高原スキークラブとともに、町体育協会とジュニアスキー育成連絡協議会によ

り引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） それでは補足して説明を申し上げます。 

  まず１番、猛暑から町民の命を守るために、（１）ことしの猛暑の実態はの②学校・保育園

ではどうだったかの保育園の部分についてお答えします。 

  保育園では、例年にない猛暑の中、園庭での外遊びは日よけの下で行うようにしたり、室内

では扇風機を複数台使用したりエアコンのある教室へ移動したりしながら、園児が少しでも快

適な環境の中にいられるよう、熱中症予防に配慮しながら保育に当たってきたところでござい

ます。 

  次に、（２）今後の猛暑対策についてでありますが、保育園のエアコン設置については全国

的に課題となっておりますが、ことしから山ノ内中学校にエアコン設置を含めた工事が行われ

ておりますので、それに合わせる格好で、小学校とともに保育園につきましても来年度からの

実施計画に計上し、全保育園の保育室にエアコンを設置するように指示を受けておるところで

ございます。 

  続いて、③のひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯ではのご質問につきましては今後のこと

も含めてお答えします。 

  まず、ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯について、いずれも65歳以上でございますが、

把握しているところで申し上げます。町内のひとり暮らし高齢者世帯数は、民生児童委員さん

の調査結果によりまして本年８月現在で564世帯となっております。また、高齢者のみ世帯は

532世帯でありました。 

  猛暑対策としましては、広報やまのうち、具体的には７月号でございますが、記事掲載をし

ておるところでございますし、有線放送にて注意喚起をしてきたところでございます。また、

民生児童委員協議会、保健補導委員会でも熱中症につきまして周知啓発を行い、予防法や対処

法について広く浸透を図ってまいったところでございます。 

  本年のような猛暑時の熱中症予防につきましては、早目早目の注意喚起こそが必要だと思っ

ておりますので、来年以降もそれに心がけてまいりたいと思っているところでございます。 

  続いて、２番、国民健康保険特別会計の現状と今後の見通しは、（１）29年度決算をどう分

析しているかの①保険給付費の大幅減の要因はとのご質問でございますが、被保険者数の減も

ございますが、冬の時期にはやるインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が少なく医療費

に大きな影響が出ず、被保険者の皆様が健康で適切な受療を心がけていただいた結果ではない

かと推測しているところでございます。 

  また、高血圧対策や糖尿病性腎症の重症化予防事業などの保健事業と特定健診、特定保健指
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導に地道に取り組んだ結果もあらわれているのではないかと考えているところでございます。 

  次に、②基金残高をどう考えるかとのご質問でございますが、29年度は医療費が減額となり

県等の交付金が増額したことから基金を積み増ししておりますが、医療費の変動や、県から提

示されている納付金や標準保険料率が算定する保険料等を考慮しますと、ある程度の基金は必

要なものと考えておるところでございます。 

  次に、（２）30年度の現状と見込みはとのご質問でございますが、平成30年６月診療分まで

の医療給付費は、前年度対比122.0％で22.0％の増となっております。医療費が伸びておりま

す。今後につきましては、４カ月分の医療給付費で推測するのは難しい状況ではございますが、

給付状況をよく見ながら対応してまいりたいと考えているところでございます。 

  次に、（３）来年度の保険税改定はどうなるかとのご質問でございますが、給付金や標準保

険料率について県でもこれから試算する状況でございますので、結果の提示を待っているとこ

ろでございます。推測しづらい状況にあることをご理解いただきたいと思います。 

  次に、（４）保険税の28年度の値上げ、29年度の改定は適切だったかとのご質問でございま

すが、平成28年度の値上げでは、平成27年度の国保運営協議会において熱心に議論していただ

き、適切であると判断しているところで答申をいただいており、平成29年度の改定でも、国保

運営協議会において県から提示された納付金、標準保険料率の算定結果から議論していただき

答申をいただいておりますので、適切に行われていると判断しているところでございます。 

  続きまして、３番、福祉医療制度の拡充をの（１）全ての対象者を窓口無料化にとのご質問

でございますが、福祉医療費給付事業は県補助事業であり、直接医療機関へ支払う現物給付方

式の実施に要するコスト、国民健康保険国庫負担金の減額調整に補塡が大きくなること等の理

由により自動給付方式による給付を行ってきておりまして、県においても全ての対象者の検討

はまだ行われていないことから、その検討の動向を注視しながら対応してまいりたいと思いま

す。 

  次に、（２）窓口無料化を完全無料にとのご質問でございますが、町長答弁でも申し上げま

したとおり、子供の医療費につきましては８月から窓口での支払いが最大500円となりまして、

保険者の負担感も軽減されております。医療保険制度からの運営的な観点で申し上げさせてい

ただきますと、医療費につきましては相応の負担をしていただきたいと考えているところでご

ざいます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） それでは、１番のところから再質問させていただきます。 

  先ほど答弁いただいたんですが、まず今現在、学校、それから保育園では、クーラーという

かエアコンですね、設置状況についてはどうなっているかお願いします。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 
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  学校関係でございますけれども、中学校につきましては音楽室、それから保健室、パソコン

教室、心の相談室に導入がされております。 

  小学校の関係でございますが、保健室、パソコン室につきましては全小学校に導入がされて

おります。また、南小学校につきましては、そこにプラスいたしまして視聴覚室に導入がされ

ている状況でございます。 

  それから、東小学校ですが、保健室、パソコン教室のほか特別支援学級に支援がされており

ます。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） 保育園の状況についてお答えします。 

  エアコン設置につきましては、５園あるんですが、志賀高原保育園につきましては設置がさ

れておりません。かえで保育園につきましては、３歳、４歳、５歳児の教室についての設置は

ありませんが、ほかの教室については全て設置されております。よませ保育園につきましては、

３歳、４歳、５歳、それと延長保育室に設置がございませんが、ほかの部分の設置はされてお

ります。ほなみ保育園につきましても、よませ保育園と同様でございまして、３歳、４歳、５

歳と延長保育室の設置はございませんが、ほかには設置されているところでございます。 

  少し状況が違うのはすがかわ保育園でございまして、すがかわ保育園につきましては、ゼロ

歳児の部屋、ほふく室というんですか、そちらの部屋と給食室の２室についてエアコンが設置

されておりますが、ほかの教室についての設置はされておりません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 実施計画の中でこれから計画的に設置を進めていくということなんですけ

れども、ということは、残りの設置されていないそこには全ての部屋に入れていくということ

で理解してよろしいですか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  小・中学校関係につきましては、また実施計画の中でいろいろ検討していきますけれども、

今のところ、特別教室の関係についてはどうするかなということを考えていかなければならな

いというふうに思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  保育園につきましては、今、入っていない志賀高原保育園も含めて全ての教室に設置を、実

施計画に挙げて計画的に整備してまいりたいと考えておるところでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 
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９番（渡辺正男君） 学校の教室の温度基準、それから保育室の温度基準というのは、望ましい

温度というのは基準が示されていると思うんですけれども、それについて、夏の室温について

の基準をお願いします。 

議長（西 宗亮君） 教育次長。 

教育次長（大塚健治君） お答えいたします。 

  学校関係の環境基準につきましては、夏につきましては28度Ｃ以下であることが望ましいと

いうふうに記載されております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  設定温度基準については、私、申しわけございません、承知してございませんが、先ほど教

育次長が答弁されたとおり、28度ということで進めているものと理解しております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 文部省のほうでは学校環境衛生基準の今回見直しということで、４月２日

付で、それまでは10度Ｃ以上30度Ｃ以下という基準でした。これをことしから、17度Ｃ以上28

度以下というふうに基準が見直されております。 

  保育所なんですが、保育所における感染症対策ガイドラインという、これは毎年改訂版出さ

れていますけれども、これだと適切な温度というのが、室温が夏の場合は26度から28度、冬は

20から23度、湿度についてもありますけれども、湿度は約60％の保持と換気ということで、子

供たちの望ましい環境について指定がされているわけであります。 

  今回、猛暑の年でありました。本当に命にかかわるような高温になる日が数々ありましたけ

れども、その中で30度Ｃ超えといいますか、極端に高かった日とか高かった教室のデータにつ

いてお願いしたいと思います。保育園のほうについても。 

議長（西 宗亮君） 教育次長。 

教育次長（大塚健治君） お答えいたします。 

  毎日教室をはかるという訓練がされておりませんのでところどころでございますが、一番高

かった教室でいきますと東小学校の図書室が37度になったと、７月19日ですがそういう記録が

ございます。ほかの学校につきましては、30度超えというのは数日あるというようなことでご

ざいますけれども、具体的には32度程度というような中身でございます。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  日ごとの各教室の室温のデータについてちょっと持ち合せがございませんので、最高何度だ

ったかということはちょっとお答えできない状態でございますが、保育園の生活においては、
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志賀高原を除いて、エアコンがある部屋に逃げ込むというんですか、などして対応してまいっ

たところでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 保育園については担当者から電話でお聞きしました。かえで保育園の２階

の風通しの悪いところがやっぱり35度とか、かなり高くなったというようにお聞きをしており

ます。 

  本当にことしの猛暑は異常でありまして、これが異常ではなくて毎年続くようなことに、地

球の温暖化が原因であったり、いろんな地球環境の変化の中でそういう可能性もあります。ぜ

ひとも万全の対応をしていただきたいと思うわけですが、そこで、ふだん子供たちの活動する

部分についての温度や湿度についてどんなふうに管理をして、どんなふうに対応をしているか、

その辺についてお願いします。 

議長（西 宗亮君） 教育次長。 

教育次長（大塚健治君） お答えいたします。 

  小学校につきましてですが、基本的に暑い部屋につきましては日光を遮るようなよしず、ま

たは寒冷紗ネットを張る、または扇風機をフル稼働させる、または熱中症にかからないように

水筒を持参させて、中に水またはスポーツドリンクを入れて水分の補給をするというような対

策をしてございます。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  ことしのような猛暑でございますので、エアコンの部屋に逃げ込むのはそうなんですが、ふ

だんの生活におきましては、なるたけ日よけをつくるという対策とともになるたけ風通しをよ

くする、それと子供の顔を小まめに見るという対策で、ぐあい悪い子がいないかどうかという

ことに十分気をつけてもらうということを保育士さんに指示してきたところでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） それでは、町長から指示があったということで実施計画に盛り込んでいく

中で検討されておられると思いますが、先ほどこれからエアコンを設置する予定の箇所につい

て説明ありました。そこに全てエアコンを設置した場合に予算というのはどのぐらいかかるも

のでしょうか。 

  国・県の補助のあり方についても新しい方向が、ちょっと具体的に、これからの部分もある

かもしれませんけれども、おおむね全体で幾らぐらいかかるか、その辺についてお願いします。 

議長（西 宗亮君） 教育次長。 

教育次長（大塚健治君） お答えいたします。 
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  まだ細かい算定は実施計画のもとでされてございませんけれども、こちらのほうで算段して

いる内容につきましては、今の中学校の規模単価からいきまして３小学校で１億1,000万から

2,000万、またそれ以上かかる、そんなような状況になろうかと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  エアコン設置につきましてはなぜか、小学校の関係は何か設置に関して補助が考えられてい

るようですが、保育園についての国からの補助というのは今のところありませんが、ことしが

余りにも暑かったものですから、ついていない部屋にエアコンをつけるとどのくらいになるか

というのを概算でちょっと見積もりをとっておきました。 

  補助がどうなるかということでどういうふうになるかわからないんですが、志賀高原がやっ

ぱり全然ついていないものですから一番高くなってしまうんですが、電気工事というんですか、

容量をふやす電気工事も含めて、５保育園のついていない教室につける総額で約ですが4,000

万でございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 国のほうでは学校施設環境改善交付金というような、おおむね３分の１補

助でこういう制度が今までもあったんですけれども、実際にその中で空調関係というのも含ま

れていたんですが、実際には30年度は全国からいろんな要望が上がったんですが、採択はゼロ

です。名古屋市なんかも市長が怒っていましたけれども、要望を上げたけれども結局採択され

なかったといって、市の予算でみんなつけるというふうに会見されておられましたけれども、

これだけ亡くなる人もいたりするぐらいの異常な猛暑の中で、国もやっと重い腰を上げてやり

ますと言い出したということであります。 

  ただ、ことし全国で採択ゼロだったということを考えると、国や県の対応というのは本当に

後手後手だなというふうに思います。この計画的というのはどういう、何年にわたってになる

のか、どういう優先順位で設置をしていくのか、この辺をしっかりして進めていただきたいと

思うんですが、学校でいったら教室の順番ですね、優先順位、どんなふうに考えますか。保育

園についても、例えば一遍にできない場合、ここから手をつけていく、これは後回し、後回し

という言い方も変ですけれども、優先順位というのはどういうふうにお考えですか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  まだ細かいところまでは考えておりませんけれども、学校関係でいきますと、普通教室を最

優先でやっていくのがいいのではないかというふうに思っております。その後、特別教室等の

関係についてまた検討していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 



－61－ 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  確かに答えづらいというか、まだ決まっていないところではちょっと答えられないんですが、

先ほど来お答えしているとおり、ついている教室もありますので、順位とすれば保育園単位で

整備していくことになります。小さい、この部屋からみたいなそういう感じではなくて保育園

ごとに完結させるというか、そういう整備を進めていくことになりますので、実施計画での査

定がこれからなもので、一気につけられれば本当にベストなんですが、もし２年、３年に分け

なくちゃいけないというか分ける計画になった場合、どの保育園を優先させるかにつきまして

はこれからの検討とさせていただきたいと思います。今ちょっとお答えできなくてすみません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 学校については、お聞きするところによりますと図書館が結構高温になる

というようなお話もあったり、また中学校の場合は職員室にクーラーが入っていないというこ

とで、職員会議をやるときは子供たちにその会議の様子を見られてはいけませんので、窓を閉

め切って職員会議をやるそうなんです。蒸し風呂みたいな中で先生方はその会議をしておられ

るというようなこともあります。 

  最終的には全てを整備していくという方向ではありますけれども、これ全国なんですよね。

ことし国がゼロにしかつけなかったですけれども、この要望というのはこれからどんどん上が

ってきます、全国から。一遍に全国でクーラーやそういう機械の受注が間に合うかどうかとい

うことや工事業者の関係であったり、とても１年に集中というのは難しいんじゃないかという

ふうに考えますので、その辺も必要なところから順次計画的に進めていっていただきたいとい

うふうに思います。 

  それで一つ、先ほど報告なかったんですが、私、聞くところによりますと保育園にも救急車

が来たという話聞きましたけれども、これはどうなんですか。それについてちょっとお願いし

ます。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  日にちはちょっと覚えていなくて申しわけないんですが、来たのはよませ保育園でございま

して、熱中症が疑われるということで、非常に顔が青ざめてきたんだと思われます。それで、

園長先生がこうやって、何でもいいからもうとにかく救急車を呼んでくれというこちらの指示

により呼んでいただいたところでございますが、そのお子様は幸いにも熱中症という症状では

なくて、前から夏風邪っぽい症状を持っていらっしゃったのに保育園に通われてきて、そこで

ちょっとぐあい悪さが増してしまったというところを熱中症と思われて救急車を呼んだという

ところが実情でございまして、幸いにも夕方には回復されて自宅に帰られたという状況の、救

急車を呼んだということは１件ございました。 
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  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 大切なお子さんをお預かりしている中ですので、そうした対応はよかった

というふうに思います。大丈夫そうだからというようなことで放置するようなことではやっぱ

りいけないので、その対応については正しいと私も思います。今後は、子供たちの様子につい

ては本当に目をしっかり子供たちを見ていただきながら、そういった事故のないように万全に

お願いしたいというふうに思います。 

  それで、高齢者の皆さんに対する支援なんですが、例えば生活保護世帯でありますとか高齢

者のひとり暮らしといったところで、全国ではお亡くなりになるような方も随分いらっしゃっ

て、結局、民生委員さんたちにそういった心配な家については温度の上がっているそういう状

態のときに目を光らせていただくということが大事だと思うんですが、坂城町では、生活保護

世帯でありますとか低所得者の方にエアコン設置に対して補助制度があります。１件に対して

５万円までが上限というようなことで補助制度をつくったそうです。 

  町民の皆さんの本当に大切な命、この猛暑で失うようなことのないようにこういった制度も

ぜひ検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） 教えていただいたものは私知らなかったんでございますが、そう

いうものを参考にしながら今後検討していきたいと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） それでは２番に移りたいと思います。 

  29年度決算ですけれども、保険給付費はどういうふうに動いて、29年度は幾らになってとい

うようなこと、それから決算で基金残高が１人当たりで今幾らになるか、それについてお願い

します。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  保険給付費につきましては、1,000円単位で申しますと９億4,879万3,000円でございます。

基金残高につきましては、29年度末でございますが２億6,907万6,871円となりました。１人当

たり、ちょっと出してございませんが、被保険者の件数で後で割りたいと思います。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 被保険者数で単純に割ればいいんですが、私がじゃ計算して６万5,000円

より、4,000人から4,100人ぐらいのところでちょっと変動ありますけれども、ここ２年間、大

体200人ぐらいずつ減っているんですね。１人当たり６万5,000円以上の基金というのが、先ほ

どある程度の基金は必要だという答弁でしたが、余りにもあり過ぎるというふうに思います。 

  これまで町も重い腰を上げていただいて、23年度から法定外繰り入れを実施してきていただ
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いております。それは負担軽減のためということで入れてきましたけれども、29年度まで通算

で幾らになりますか。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  議員さんおっしゃられたとおりに、23年度から3,000万円法定外繰り入れが始まったという

ことで、28年度からその額が5,000万となりましたものですから、２億5,000万円という額にな

ります。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 法定外繰り入れ、負担軽減のために２億5,000万円総額で入れていただき

ました。それで先ほどの基金残高なんですが２億6,900万円ということで、負担軽減に回って

いないんですよね。要は貯金に回っているということです、この７年間。７年間、負担軽減の

ために入れていると言いながらそれ全部貯金に行っています。 

  ですから、毎年二百何十人ずつ減っているということは、お亡くなりになる方もいますし後

期高齢へ移っていく人もいます。言ってみれば負担軽減も受けないでそのままやめていってし

まう人がいるということですよね。それで、その人たちが払ってくれて、その人たちのための

負担軽減分が貯金になっちゃっているということだと思うんです。 

  そこが私、大変問題だと思うのと、先ほど値上げが適切だったという話でしたが、27年度末

で28年度からの見通しを立ててそれで保険税算定をしましたけれども、そのとき、29年度は保

険給付費幾らぐらいになるという想定で保険税が計算されたかというのはご存じですか。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  すみません、そちらの数字を検証するまでちょっと見ていなかったもので、申しわけござい

ません、ここではお答えできません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 当時は毎年４％ずつ保険給付費が伸びていくと。診療報酬は下がるのに、

被保険者が二百何十人ずつ減っていくのがわかっていて、その上で毎年４％ずつふえるという

算定のもとに計算されていました。ですから、29年度は12億数千万円という見込みをしたんで

す。 

  実際、今回は９億、先ほど話がありました９億4,000万、もうちょっと多かったかもしれな

いですけれども、10億円割るということで、平成12年度以来、十何年ぶりです。そのぐらい的

が狂っていたといいますか、見込みが間違っていたというか、狂いがあったということだと思

います。その結果が基金の残高に反映しているということであります。 

  この基金残高を今後どうしていくかということがとても大事なんです。何年間かけて少しず
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つ使っていくというような考え方ではなくて、先ほど言ったように、７年分もそこにあった人

たちのためにやったものを全く使わないできたということですので、ことしの算定に当たって

は大幅に負担を減らしてもらいたいということを要望したいですし、実際に県一本になったの

で法定外繰り入れはやめるという方向で30年度もスタートしていますけれども、もとの3,000

万の負担軽減というのはぜひともこれは復活してもらいというように思います。 

  そうした中でただでさえこの７年間ずっと高い負担を、県で例えば１人当たりで言えば上か

ら10位ぐらいで、医療費は下から７番目、８番目というようなそういう状態をずっと被保険者

の皆さん我慢してこられたんです。それをよく考えていただいてぜひとも思い切った負担軽減

をやっていただきたいと思いますけれども、それについての考え方をお願いします。町長から

聞きたい。 

議長（西 宗亮君） 竹節町長。 

町長（竹節義孝君） 結果論としてそういうことになってはおりますけれども、しかし、いつで

もやっぱり町の健康保険会計が安定できるようにしていかなければならないということと、そ

してそういう中で、いつ何どきどういうことが出てくるかわからないということで、幾らが基

金のいい金額かということがございますが、かつて私、助役のときだったと思いますけれども、

渡辺議員のほうから強い要望で一時引き下げましたら、２年でもうその基金が全部枯渇してし

まいまして結果的に値上げせざるを得なくて、その値上げするときにどうしたらいいかなとい

うことで、やむなく町のほうから法定外繰り入れもして何とか負担軽減を図ってきたわけでご

ざいます。 

  それ、町の貯金をふやすために法定外繰り入れをしたわけではございませんので、あくまで

も被保険者の負担軽減をするために値上げの分の２分の１を町が、２分の１を自己負担と、こ

ういう形をとらせていただく中で医療費がたまたま伸びなかったから結果論でそうなりました

けれども、ただ、これからも安定した国民健康保険会計を維持していかなければならないし、

県のほうでは一律、法定外繰り入れは今後もしないようにという、こんなことも指導としてご

ざいますので、今ある基金をどう活用していくかということも含めて、今後の将来計画の中で

十分検討していきたいなと思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 平成20年度の改定のときに大幅に下げたと。それで、ちょっと私のせいに

されると困っちゃうんですけれども、当時は後期高齢者医療制度をスタートする年でした。そ

の算定に当たって国のほうで示した数字が、国保に対してほかの被用者保険やいろいろなとこ

ろから多額の支援が入るということで、もともとそういう算定で通知があったんです。それで

これなら大幅に下げられるというふうにしたんですが、結果的には国の支援というのが見込ん

だほど来なかったということが原因になります。 

  私は質問じゃないのでそれ以上言いませんけれども、県一本化になった中でも、確かに法定
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外繰り入れは慎むようにというようなことはありますが、長野市ではこの30年度も10億円法定

外繰り入れしております。東御市でも、値上げが必要になっちゃったその値上げ分をゼロに抑

えるために必要な額を法定外繰り入れしております。ですから、絶対やっちゃいけないわけで

はないんです。その辺、近隣であったり他市町村のこともいろいろ調べていただいて適切な対

応をぜひお願いしたいというふうに思います。 

  それでは３番目に移ります。 

  ８月から窓口無料化というのが県と一緒にスタートということなんですが、町の場合は町単

で進めている18歳までの部分についても対応したということで、予算の中でも私、討論させて

いただいて、評価しますということでしました。 

  子供の福祉医療だけではなくて障害者の部分についてもぜひとも対応をしていただきたいと

いうふうに思いますけれども、それは今後ぜひとも進めていただきたいんですが、今回ちょっ

と問題にしたいのは、窓口無料化といっても先ほどの500円ですよね。500円の負担があります。

これは、県のそれぞれの自治体の状況を言いますと51の自治体でワンレセプト500円、だから

医療機関とそれから薬剤、薬局ごとに。500円です。17市町村では300円の負担に抑えておりま

す。９の自治体ではゼロですこれを完全無料化と言うんですね。だから、お金を持たないでも

お医者さんへかかれると、財布の心配をしないでお医者にかかれると、これをしているのが９

自治体であります。 

  県のほうでもこの500円の中から手数料を引っこ抜いたり、町の場合も100円ぐらい、百何十

円かは町に来るんだと思いますけれども、なかなかそれをゼロにしたがらない自治体が多くて、

66市町村からは負担金は継続してほしいという声があったそうです。しかし、東京都なんか23

区は完全窓口無料でゼロ円なんですね。このことで成果も上がっているんですけれども、この

完全無料について検討する考えはございますか。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  常にその議論はしていかなければいけないと思うんですが、検討の段階でいろんな方からご

意見を頂戴したいところでございますが、私個人的には、500円払うことも、どちらかという

ともったいないと思っていただいたほうがいいかなという、支払う方にですね。その気持ちが

どちらかというと健康な体をつくっていこうという発想につながるんではないかというふうな

ことを思っております。 

  保険医療制度は、昔は確かにただでございましたので、そういう発想が本当は正しいのかも

しれませんが、皆さんに健康な体、健康づくりをしていただきたいということのために、今の

段階では個人的にはそれが必要ではないかと思っておりますが、ご質問のあったとおり、ほか

に300円にしているところもございますし無料にしているところもございますので、検討につ

きましては、やめるということではなくて常に検討はしてまいりたいと思っております。 

  以上です。 
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議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） そういう考えの中からゼロ円は生まれてこないんですね。 

  保険医の団体連合会というのが全国の21都府県の調査というので新聞に、ことし６月に載っ

ておりました。要は、学校で歯科検診があって要受診、あなたは受診してくださいというふう

に診断された生徒の中で何％ぐらいの生徒が未受診になっているかというのはご存じですか。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  それについては承知してございません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 山ノ内ではどんな状況でしょうか。教育委員会のほうでは把握されておら

れますか。 

議長（西 宗亮君） 教育次長。 

教育次長（大塚健治君） お答えいたします。 

  詳しい資料を持っておりませんので、今はお答えできません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 

９番（渡辺正男君） 2012年から17年での調査ですけれども、治療が必要とされた子供のうち受

診しなかった子供のいる率は、小学校で52％、中学校では67％、高校で84％、特別支援学校

56％ということで、治療してくださいと言われても半分以上が未受診なんです。これの解決策

というのは、経済的なことやいろいろ、共稼ぎでなかなか医療機関へ連れていく、そういう子

供に目が行かなかったりということもありますけれども、本当に口腔崩壊というような子供た

ちがいたりするんですね。要は、10本以上の虫歯があっても治療していないというような子た

ちがいます。 

  これについて、東京都の場合、窓口負担がゼロの23区とほかの１回200円の、500円じゃなく

200円取る自治体との比較です。この比較をすると、口腔崩壊の子供がいた小学校は50％、負

担がない自治体はそれより20％低いんです。だから、お金なくてもあなた行っていらっしゃい

といって送り出すことができるところのほうがその治療をするんですよね。500円払ってもら

うことが大事だという考え方もありますけれども、この状態についてどう考えますか。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） お答えします。 

  確かに、その数字、教えていただいたわけですから、その現実を十分把握していきたいと思

います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君。 
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９番（渡辺正男君） こういう歯科健診だけではなくてほかの健診もありますけれども、こうい

った実態を教育委員会とも情報を共有していただいて、ゼロにすることにどういった効果が見

込まれるのかというようなことをぜひとも検討していただきたいなというふうに思います。 

  それで、もう時間がなくなってしまいましたので、４番についてはまたの機会に譲って、き

ょうはここで終わりにしたいと思います。 

議長（西 宗亮君） ９番 渡辺正男君の質問を終わります。 

  ここで昼食休憩のため午後１時15分まで休憩します。 

 （休 憩）          （午後 零時１２分） 

─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午後 １時１５分） 

議長（西 宗亮君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君の質問を認めます。 

  ８番 山本良一君、登壇。 

（８番 山本良一君登壇） 

８番（山本良一君） ８番 山本良一です。 

  前回ちょっと長々やり過ぎましたので、今回は単刀直入にまいります。 

  ９月定例会一般質問通告。 

  １、志賀草津高原ルートについて。 

  （１）通行規制による観光面、経済面の影響をどう認識しているか。 

  （２）開通に向けての見通しと当町ができる今後の対応方針は。 

  ２、ロマン美術館について。 

  （１）ロマン美術館の基本理念は何か。 

  （２）企画展開催に向けたビジョンは何か。 

  （３）企画展開催に当たっての作品、作家の選択基準は存在するか。 

  （４）企画展はどのような経緯で企画され決定に至るのか。 

  ３、イノベーション戦略プランについて。 

  （１）まち・ひと・しごと創生総合戦略の達成度は。 

  （２）イノベーションできたことは具体的に何か。 

  （３）庁舎内イノベーションを検討されたことはあるか。 

  以上、町長にお伺いします。再質問は質問席にて行います。 

議長（西 宗亮君） 答弁を求めます。 

  竹節町長、登壇。 

（町長 竹節義孝君登壇） 

町長（竹節義孝君） 山本良一議員のご質問にお答えいたします。 
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  １点目の志賀草津高原ルートについて２点のご質問ですが、通行規制の影響は湯本晴彦議員

の質問にお答えしたとおりでございます。また、開通に向けて草津白根山の火山活動の鎮静化

による警戒レベル低下を、草津町黒岩町長に要請しており、１日の振動回数と期間を設定し、

それに基づいて気象庁、国交省、群馬県、草津町が協議しているとのことでございます。 

  町としては、地元関係者や草津町などの関係団体の皆さんと連携強化を図り、レベル１への

引き下げとさらなる魅力向上発信を行うことが重要と考えております。 

  なお、開通に向けての見通しと当町ができる今後の対応策とのご質問でございますが、観光

商工課長からご答弁申し上げます。 

  続きまして、２点目の志賀高原ロマン美術館では、冬季オリンピック開催を機にかおり高い

文化の町として、和合会、志賀高原観光開発株式会社と協力して開館してから21年を迎えまし

た。 

  開館当初から山本良一議員にはいろいろとかかわっていただいておりますので十分ご承知の

ことと思いますが、毎年多くの特別展を企画開催してまいりました。当館を設計された黒川紀

章さんの没後10年ということでもあり、開館20周年を記念して特別展の開催をと御子息の未来

夫さんから昨年提案がありまして、この秋、10月からの企画展についてそれぞれ今、学芸員を

中心に準備いただいているところでございます。本年は美術館友の会も発足しておりますので、

運営委員会の皆さんや学芸員とも連携しながら、かおり高い文化のまちづくりのために本施設

を活用してまいりたいと思っております。 

  ４点の質問につきましては教育長からご答弁申し上げます。 

  次に、３点目のイノベーション戦略プランについて３点のご質問ですが、山ノ内町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略につきましては、平成27年度に策定いたしました人口ビジョンにおい

て、全国的な少子高齢化の傾向は当町も同様であり、今後も急激な人口減少が続いていくこと

が推測されており、人口減少に一定の歯どめをかけ、地域での社会基盤の維持を目指し、平成

27年度から平成31年度までの５カ年間を計画期間とし、同期に策定を進めた町の第５次総合計

画後期基本計画におけるイノベーション戦略プランと連携した内容で策定いたしました４つの

基本目標のもと、町の重点課題であります人口減少対策に取り組んでいきます。 

  詳細につきましては総務課長からご答弁申し上げます。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） それでは、山本良一議員の質問にお答えいたします。 

  １、志賀草津高原ルートについて、（２）の開通に向けての見通しと当町ができる今後の対

応方針はとのご質問にお答えします。 

  開通に向けての見通しにつきましては、先月22日開催の草津町・山ノ内町広域宣伝協議会に

おきまして、１日当たりの火山性地震発生回数が10回未満の状態が２週間程度継続した場合に、

気象庁では噴火警戒レベル２を１に引き下げるという方針であるということを草津町からご説
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明いただきました。 

  現状では、それに近い状態ではあるもののなかなか引き下げる状況に至らないことも説明を

いただいております。比較的、火山性地震発生回数がかなり落ちついてきている状態でありま

すので、一日も早い開通を願っておるところでございます。 

  なお、協議会では、草津町、山ノ内町両町の連携のもと、この秋から来年の春も見据える形

でのプロモーション強化を行うことを確認しております。 

  また、町では、お客様が安全に通行いただける状況が確認できるまでの間、志賀高原、湯田

中渋温泉郷、北志賀高原の魅力発信を強化し、高速道路や鉄道など、志賀草津高原ルートを使

わない形のアクセスにおける入り込み強化も図ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） 山本良一議員のご質問にお答えいたします。 

  ３のロマン美術館について、１点目のロマン美術館の基本理念は何かとのご質問ですが、美

術に関する資料を収集、保管及び展示をして一般の利用に供し、もって芸術文化の振興に寄与

することを所期の目的としております。 

  次に、２点目の企画展開催に向けたビジョンは何かとのご質問ですが、ロマン美術館の基本

理念に基づき、今までの企画展の経過と実績を踏まえ、近年では長野県や町、ロマン美術館に

ゆかりのある作家を中心に企画展を開催しております。 

  次に、３点目の企画展開催に当たっての作品、作家の選択基準は存在するのかとのご質問で

すが、企画展の作品、作家の選択基準に明確なものはございませんが、今後もかおり高い文化

のまちづくりに努め、魅力ある企画展を開催してまいりたいと思っております。 

  次に、４点目の企画展はどのような経過で企画され決定に至るのかとのご質問ですが、美術

館学芸員が企画を作成しまして、次年度の企画展候補を志賀高原ロマン美術館運営協議会へ提

案し、ご審議をいただいた上で決定しております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えいたします。 

  ３のイノベーション戦略プランの（１）まち・ひと・しごと創生総合戦略の達成度はとのご

質問ですけれども、総合戦略においては５つの数値目標と47項目のＫＰＩ、重要業績評価指標

ですけれども、設定をしておりますけれども、平成29年度における実績は現在集計中でありま

して、平成28年度実績につきまして昨年12月の議会全員協議会にて報告を申し上げたとおりで

ございます。 

  目標を達成したものが５項目、前年よりも改善または現状維持が15項目、データの調査がな

し12項目、前年より後退が20項目という状況にあり、目標達成をした項目についてはさらに高

い目標値に見直しを行っております。 
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  次に、（２）イノベーションできたことは具体的に何かというご質問ですけれども、産業の

振興では、外国人の延べ宿泊者数が目標値を大きく上回る結果となっているほか、首都圏企業

等とのコラボレーションやユネスコエコパークブランドの活用等によりまして果樹産地として

の産地競争力の強化が図られるものと思われ、移住定住推進に向けては、平成28年度に総務課

に移住定住推進室を附置し、若者や移住者への家賃補助のほか若者の住宅取得や移住者向けの

住宅改修にも補助を行うなど、手厚い補助制度を設け、さらには保育園年長児の保育料や休日

保育の無料化、小・中学校卒業時のお祝い金の支給、高校生の通学定期券補助など、子育て家

庭への切れ目のない経済的支援により、子育て世代の人口流出に一定の歯どめがかけられてい

るものと考えております。 

  次に、（３）庁舎内イノベーションを検討されたことはあるかとのご質問ですけれども、ご

質問の趣旨は、民間企業で取り組まれている企業内イノベーションのことと思われますけれど

も、庁内にプロジェクトチームを設置するなどの検討は行っておりませんが、以前から行政改

革推進本部において事務改善などの検討を進めてきたところでございます。 

  第６次山ノ内町行政改革大綱においては、国からの助言通知にもあるＢＰＲ、ビジネス・プ

ロセス・リエンジニアリングという手法を研究しつつ行政サービスのアウトソーシングを進め

ることや、ＩＣＴの活用による住民の利便性向上などが盛り込まれていることから、今後とも

行政改革推進本部における研究・検討を進めつつ取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） それでは再質問をいたします。 

  志賀草津ルートは前回も質問したんですが、先ほどのいろいろな発表によりますと、山ノ内

町、志賀高原を含めて、この観光地、非常に恵まれているなと。別に道路があこうがあくまい

が、ほかもいっぱいになればいっぱいになるという非常に宿泊基地的な観光地でございますの

で、どうやら８月はいい数字が出ちゃったと、そうなるというと志賀草津の場合は取り残され

ちゃっているわけです。 

  20％落ちるというのは、今回の台風をごらんになってもおわかりでしょうが大変な被害です

ね。もう本当に災害通り越しているぐらいの被害。この中で自己責任で皆さんこつこつやって

いますけれども、何とか一日でも早くあけていただきたい。 

  その中でちょっと疑問に感じたのは、先日びっくりして、レベル１に下がったと喜んだのが

浅間山なんですが、あれ、地震１日30回以下であるから１に下げたという表現になっています

けれども、その辺どうでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） すみません、危機管理室のほうでお願いいたします。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 
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  浅間山の30回、火山性の地震の話だと思うんですけれども、その火山によって気象庁とかそ

ういった関係機関の基準といいますか、一律にその山は30、ほかの山も全部30ということじゃ

どうもないようで、その辺が今回のことにあらわれているのではないかなというふうに考えて

おります。浅間山の火山性地震の30回というのは浅間山だけというふうに考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） そうなんでしょうね。ところが、気象庁がということになって、レベル１

とか２を決められたときに私どもとしては非常に疑問を感じちゃうんですね。志賀草津、大体

五、六回とか４回、10日に一遍ぐらい20回近くある、そんな程度。これが１日平均30を若干切

ったぐらいの形でレベル１になるというのを考えると、同じ気象庁なのに一体何という話でち

ょっと疑問を感じています。 

  それはそれとしてもう一点ちょっと今回気になったのは、９月２日に嬬恋キャベツヒルクラ

イムというのがあったんです。これは、292が通行規制中ですので迂回路として使われている

例のプリンスホテルの道路をほぼ終日ですか、８時から13時45分まで完全に通行どめにすると

いうイベントなんですが、この件に関しては情報はとられていますか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） お答えします。 

  町のほうで把握しましたのが、嬬恋村の観光協会から、万座ハイウェーを使ってヒルクライ

ムを行うというものが、１カ月前のちょうど８月２日に、全面通行どめにして行うということ

をお聞きしております。 

  それで、町内観光関係施設等もやはり292がとまっているものですから影響があるというこ

とで、早急に周知文書を作成したいということだったんですが、嬬恋村からは８月14日によう

やく通行制限のチラシが届きましたので、すぐ周知したものでございます。 

  この通行制限認知したのが、もう既にイベント開催が決定してエントリーも既に受け付けが

終了ということでありまして、それで今回が初めてのイベントではないということで、毎年行

ってきているヒルクライムイベントということでしたので、中止を求めるのは無理な段階でご

ざいました。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 他市町村が活性化のためも含めて、観光のためも含めてやられる事業です

から私どもがとやかく言いづらいんですが、ことしの場合は、292が封鎖されている代替の道

路になっているという点でやっぱり若干考慮してもらいたかったなという感情が残るのは無理

ないと思うんです。それも100歩譲ってです。 

  これ、実際に聞いてみたんです、担当のほうに。迂回路はという質問ですね。迂回路は通常

の道路いっぱいありますからということなんですけれども、それで迂回路というのはいいんで
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しょうかね。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） 迂回路につきましては、万座ハイウェー、全く自動車専用道路と

いうことで途中からの乗りおりというのができない道路でございます。それで群馬県側が迂回

路としていたのは、長野県側へ来るには鳥居峠を通って菅平なり上田へおりるルートというも

のが指定されて、ホームページ等で周知がされておりました。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） そこでちょっとお伺いしたいんですが、当山ノ内町、志賀高原でのヒルク

ライムというのは何年も前から陳情をして頑張っておりますけれども、これが許可にならない

原因というのは一体何でしょうか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） お答えいたします。 

  議員さんおっしゃるとおり、もともと平成22年ごろからエコサイクリングイベントという形

で自転車のイベントを行ってきている中で、やはり人気、電動アシスト付き自転車によるサイ

クリングイベントということでなかなか参加者が集まらないということで、地元、特に志賀高

原の関係者からヒルクライムレースへの要望が、平成23年ごろかと思います、ありました。以

降、道路管理者、また公安等とも協議してきたんですけれども、理解が得られないということ

でございます。 

  原因としましては、やはり道路の使用許可自体の、建設事務所の段階では地域活性化の観点

から何とかしてやりたいという思いがあるんですけれども、やはり公安のほうとしましては、

迂回路がないということ、それと志賀高原という有名な観光地を通過する幹線道路であるとい

うことということで、そちらを通行どめにすることはできないという旨の回答をいただいてお

りまして、開催を断念したものでございます。 

  ただし、25年ごろからずっと中野署、また建設事務所等には相談、協議を行ってきておりま

して、本年度も何とか開催したいんだということで警察とも３回ほど協議してまいりましたが、

28年度と同様の回答でございまして、開催のほうはちょっと難しいという状況でございます。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） ちなみに、どこからどこまでを何時から何時ぐらいまでにというプランで

すか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） お答えいたします。 

  一番はやはり上林から渋峠まで、こちらのほうは標高差にしますと1,300メートルという、

国内でもまれな獲得標高を得られるということで非常に既に自転車の皆さん、通過するとわか

るかと思いますが、この夏も大勢のサイクリスト、ヒルクライマーが自転車でずっと渋峠のほ
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うを目指している。また、そういうことで合宿に訪れる方が大勢いらっしゃいましたので、一

番そういう方たちが過酷な条件ということで1,300メートルの標高差を得られる上林から渋峠

までを、おおむね、ちょっと時間的にはどのぐらいになるかというのは手元に資料がございま

せん。ですが、そのような形で実施を提案してまいりました。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） ちょっと横から声がございまして、朝の５時から８時まで、これを頭へ入

れておいて考えますと、キャベツヒルクライムが許されて、迂回路ありで、志賀草津が迂回路

なしで許されない理由というのはダブルスタンダード、全然理解できない。 

  ヒルクライムの迂回路は、私ども全く同じ迂回路を持っていますね。しかも、292が通行ど

めで通行規制になっているから、朝の５時から８時までの３時間の間だけここを使うと。これ、

県警で法律が変わっちゃうというような、そんなような感じを受けてならないんですが、どう

思いますか。 

議長（西 宗亮君） 観光商工課長。 

観光商工課長（湯本義則君） やはり要望をいただいています地元の関係者にもこういうことで

どうしても理解が得られないということなんですが、今、議員さんおっしゃるとおり、何で群

馬県がよくて長野県はだめだという声もいただいておるんですけれども、その辺につきまして

はそれぞれの公安の置かれている状況、また292が通行どめなんですけれども、自動車専用道

路ということで有料の民間の車道を閉鎖する、通行どめにするということで、一般の無料で通

行できる道路との違い等があろうかと思っております。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 言いわけは、きっとそれは警察のほうではいろいろ言うと思うんですが、

現実に考えてみますと、万座の道路は現在迂回路になっているんです、私どもの。その迂回路

を閉鎖してまで許可を出すと、いかに有料道路といえども。これ、現実に今292の迂回路とし

て使っています。 

  この間の日曜日、またお客さん激減していますので、それでもあえて許すんですから、その

辺も踏まえてこの例をちょっと出していただいて、整合性とれないと私思いますので、ぜひ交

渉に当たっていただきたいと思います。 

  続いて、３番にいっちゃいますけれども、イノベーションですね。 

  先ほどお答えいただいたように、イノベーションというのは会社の経営戦略という形で、あ

らゆる企業に門戸を開いていろんな可能性を。行政の場合は、オープンイノベーションじゃな

くて逆にクローズド、内側でだけでイノベーションする、仲間内でやるという考えのほうが適

正かとは思うんですが、この辺について今後も確かに研究していっていただきたいんですが、

今回ご提案なんですが、そんな中で某会社はイノベーションするにはコミュニケーションをと
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ることが非常に大切だという形の中で、これは先日テレビでやっていたんですけれども、たば

こ部屋コミュニケーションという言葉を聞いたことございますか。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 

  聞いたことはございません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 非常に惜しいですね。たばこ部屋のコミュニケーションというのは、あら

ゆる階層、あらゆる部にかかわらず、たばこ吸う人だけがぱっと集まるという場所の中で非常

にコミュニケーションがとれるということで、このたばこ部屋のコミュニケーションを非喫煙

者に生かせないかというプランがあるんです。 

  これはどういうことかというと、具体的に非喫煙者たちが自由に集まれるスペースを例えば

どこかの一角に用意して、そこでコミュニケーションをとる、ふっと息抜きをする場所をつく

る、そんなようなお考えはどうでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 竹節町長。 

町長（竹節義孝君） ピースフルガーデンをつくるときに、職員のほうから敷地内を全面的に禁

煙するのがベターだと。そのときに町長はＪＴに頼んでスタンドの灰皿を持ってこさせてあそ

こでたばこ吸わせて、たばこ１本、草１本なんて、これは時代に逆行しているというふうに職

員から言われました。 

  やっぱり私から見ると職員がたばこを吸っているのは、全てとは言いませんけれども、スト

レスがたまっているからたばこを吸ったりいろいろするんで、１階の狭い厨房のところで煙も

やもやしてたばこ吸うよりも志賀高原の山並みを見て十分たばこを吸って、そしてふだんスト

レスあるんだから上司の悪口をそこでゆっくり吸いながら言えやと、そんなばかを言いながら

結果的にはたばこが吸えるようにさせていただいたところでございますけれども、職員の皆さ

んもどういうのがいいのか、議員の皆さんも、あるいは町民の皆さんも、全てが禁煙だという

ことよりもやっぱりそういうところでいろんな皆さんが交わい、あそこの入り口のところには

逆に室内のところにも椅子があったりジュースを売ったりなんかしておりますので、そういう

ところで、たばこを吸う人も吸わない人もピースフルガーデンでのんびりとしていただきなが

らストレスを発散していただくのがいいのかなとも思っておりますので、どっちがいけない、

こっちがいけないじゃなくて、やっぱり多種多様の人たちがお見えになりますので、それぞれ

の皆さん全てとは言いませんけれども、できるだけそういう皆さんのご要望に応えていきたい

というのが私どもの考え方でございます。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 議場の皆様に申し上げますが、誤解なさらないで聞いてください。たばこ

を吸う、吸わないを言っているんじゃなくて、たばこ部屋には独特のコミュニケーションがあ
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るので、このいいコミュニケーションを非喫煙の方にも広げたいなという親心だと思って聞い

ているんですね。そういう意味ですから、たばこを吸う、吸わないという問題とは全く違って

ということですので、これぜひ研究してみてください。 

  事実、こういった形で企業が、要するに非喫煙者のためのスペースという形でコミュニケー

ションスペースをつくっている会社というのが現実にもう大手の中には随分ありますので、そ

れを研究していただきたいと、そういうことです。 

  それで、イノベーションなんですけれども、先ほどお聞きすれば全然なっていないのも相当

あるということですが、できているものはできていると一定の評価をすると、こういうことな

んですが、私、その中でやっぱり常々考えているのが、イノベーションはコミュニケーション

がもとであると、そういう中からいろんな職員の声が出てくるんじゃないのと、こういうこと

なんですが、なぜ出てこないかなと感じたのは、先日の行政改革大綱実施計画、目標５に対す

る職員提案数ゼロ、これについてどう思いますか。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 

  その職員の提案につきましては、今までは事務改善という部分が中心であったというふうに

考えておりまして、事務改善は正直に申し上げて、各課の中でもそうですし、いろいろと個々

に改善をされてきている部分が非常に多いわけです。それを改めて取り上げて提案というよう

な形をとってこなかったというのがございますので、細かく言うとかなりの提案もあったとい

うふうに考えております。 

  ただ、今後は、そういった提案に限らず、例えば事業の提案とかそういったものまで含めて

提案できるような制度を設けていきたいと。それによって職員のほうも、そういった町の事業

提案という意味では非常にやりがいがあるのかなというふうに思っておりますので、そういう

方向に持っていければ提案数もふえていくんではないかと、今後になりますけれどもそういう

考えでいます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） そのためにもぜひ職員が自由闊達に意見を言えるような場所、それから他

の課の人の意見も聞ける、そういった形の中で先ほどのコミュニケーションルームというのを

検討されたらどうかなと思います。 

  私、提案ついでに一つだけ提案なんですが、先日、選挙のときにＰｅｐｐｅｒ君いらっしゃ

いましたよね。あれについての評価というのはどうなさっていますか。 

議長（西 宗亮君） 選挙管理委員会書記長。 

選挙管理委員会書記長（小林広行君） お答えいたします。 

  おっしゃるとおり、この間、行われました長野県知事選挙の期日前投票の期間中に人型ロボ

ットＰｅｐｐｅｒというものを活用しまして、要は、Ｐｅｐｐｅｒ君のほうで期日前の周知の
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ような内容の声を出していただくこととか、あるいは山ノ内町観光連盟のほうからお借りした

各観光地のプロモーションビデオを放映するなど、そういったことをやったわけでございます。 

  大人の方はともかく大人と一緒に来られた子供さんたち、この方たちについては非常に喜ん

でいただいて、それは子供が、例えばＰｅｐｐｅｒ君を見に行きたいという方がいれば当然大

人もついてくるということで、それが直接の原因で期日前投票がふえたとは言いませんけれど

も、実際に期日前投票がふえているということを考えますと一定の効果があったのかなと思っ

ております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 私なぜこれ言うかというと、私も実際ちょっとＰｅｐｐｅｒ君とコミュニ

ケーションとってみたんですが、まあまあ、なかなかいいよねという感じの印象を受けました

ので、山ノ内町総合案内というのが一時期あったんですが、今はやっていらっしゃらない。そ

のかわりにぜひ、あれ１台というか１人というか登用されるように、そんなお考えはないです

か。 

議長（西 宗亮君） 竹節町長。 

町長（竹節義孝君） 田中知事のときに、県庁の入り口にコンシェルジュということで県の職員

が交代で県庁の中をご案内し、それを受けて中山町長も、職員が交代で研修の一環として玄関

に立ってやったのを私も承知しております。 

  某携帯電話の会社に行きますとあれが話しかけてくれるということで私も行ってみましたら、

おっと思って見ましたら孫が大変喜んでおりまして、行ったり来たりいろいろやっておりまし

たけれども、今の山本良一議員のそういったご提案、今の時代でございますのでまたそういっ

たことも含めて、役場の前がいいのか、あるいは例えば道の駅でもいいのかとかちょっとまた、

私、正直言って費用のことまでは承知しておりませんので、そういったことだとか、また今の

時代ですからドローンがいいんだとかいろんなことが、この間の防災訓練でもやってみました

けれども、できるだけそういったＩＴを使ったようなものを導入して、皆さん方に興味を持っ

ていただく中で行政をできるだけ身近に感じていただくことがいいのではないかなと思います

し、また観光客の皆さんにもそういった意味で喜んでいただければいいのかなと思っています。 

  特にこの間のＰｅｐｐｅｒ君なんかテレビ、新聞でかなり報道されましたので、私も見てい

てなかなか効果があるなと思っておりました。イコールそれが次に結びつくかどうかは結果的

によくわかりませんけれども、しかしそういういろんなことをしてみることが私はまたこの町

の活性化あるいは皆さんに興味を持っていただくには貴重だと思っておりますので、またこれ

から庁内で検討させていただきたいと思います。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 私が提案した中には私が日ごろ思っていることの集大成として、特にＰｅ

ｐｐｅｒ君が玄関にいれば、特に行政職の方はやはり接客、笑顔での接客とか不得手だとされ
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る部分があるじゃないですか。Ｐｅｐｐｅｒ君にそれ全部任せておいて、皆さんはしっかり業

務にいそしんでいただくと。そのためにぜひ１台入れたらいかがと。特にの窓口にはこれ必需

品じゃないかなと現実思っておりますので、それだけはご提案させていただきます。 

  それでは美術館のほうへまいりますが、理念に基づきというご発言あったんですが、志賀高

原ロマン美術館のホームページというか開いて「美術館について」という欄が出てくるんです

が、ここに理念というのはないんですが、どこに理念が表されているんでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  町のホームページに、美術館のホームページにそういうものがないということのご指摘でご

ざいますので、その辺また見直し等も考えていきたいと思いますけれども、理念につきまして

は先ほどご答弁させていただいた内容でございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） ちなみに、参考までに小海町の高原美術館、これはその美術館についてと

いうときに、例えば美術館はこうです、こういうふうにつくりましたよという後ろには理念と

いう形ではっきり書いてある。理念の中にこれこれこういうことをやりますよというのをしっ

かり明記してある。その後に建築家安藤忠雄さんの文が出ている。 

  山ノ内町の場合は美術館についてといいますと、いきなり黒川さんが来て最後まで黒川さん

で写真入りで丁寧に書いてありますが、収蔵に関しては何一つ触れていない。ことし非常に大

胆な企画、「からっぽ美術館！」というのをやった、まさに我が町は空っぽの美術館かなと思

わせるような表紙になっているんです。これ、学芸員もかわったことですし、やはり何とかし

たほうがいいじゃないのと考えますので質問したわけですが、いかがでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  私もその辺については中身のほうをよく検証したいというふうに思っておりますし、また内

容については学芸員ですとか運営協議会の皆さん、そんな方とまた協議をしていきたいという

ふうに思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 館長、この企画展というのはなぜ必要だか。また、その企画展を開催して

それは町民にとってどうだったかと、何かお考えございますでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  企画展につきましては、年３回から４回ずっと開催してきたというわけですけれども、町民

の皆さん、また美術館を訪れる皆さんにいろんな美術、それから芸術というものを見ていただ
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きたいという形の中で開催がされてきたというふうに思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 前回開催されていたのは長野県出身の要するにお顔をどんと出す方、長野

県の作家、現在はアメリカの方、この辺というのはどうしてこうなったのでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  経過についてはいろいろあったかというふうに思いますけれども、細かいところまではちょ

っと承知しておりませんが、今回の企画につきましてはもう数年前からある程度の構想が出さ

れまして、それで今回の特別企画展「Ｃｏｒｅ／コア」という形になったというふうに承知し

ております。 
  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 館長になったばかりでその辺の経緯、恐らくわからないと思うんですが、

私ども全然わかりませんが、要するに企画展というのは運営委員会ですか協議会ですか、審議

会か、協議会で検討していろんな意見をとって出すのか、あるいは要するに学芸員が拾ってき

てぽんと投げて提案するものか、その辺はどういう状態ですか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  まずは学芸員のほうでこんなものをというものをピックアップして、それで運営協議会のほ

うに諮って決定をしていくと、そういうプロセスになっております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） だから、企画展をやるに対してもはっきりとしたビジョンというのが必要

になってくると思う。あれあったからあれ、これあったらこれとどんどん個性というのが、こ

の町というかロマン美術館の個性というのが全く感じられない。非常に羅列という形になって

しまって、要するに学芸員のための企画という積み重ねにしか見えないんですね。だから、そ

の辺をこれからきっちりと、こういうものをやっていくんだという形で決定していかれたらど

うですかという形でのご提言です。 

  これ、館長はもう最初ということで交通整理しましょう。美術館というのは日本独特の言葉

で海外にはございませんが、その辺はご承知ですか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  美術館は博物館の中の一つだということで認識しております。 

  以上です。 
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議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） まさにそのとおりで、海外に美術館という言葉はないんです。博物館はミ

ュゼあるいはミュージアム。ミュージアムを直すに関して、日本の場合は美術館とこれをどっ

ちにするかで非常に悩ましい。大英博物館はミュージアムですし、ルーブル美術館もミュージ

アムです。全く一緒です。向こうに差はございません。その辺だけ、まず語源というのからい

くと１つだと。 

  これが明治ごろ日本にぽこっと入ってきちゃったときに、日本人にはもうその感覚が全然わ

からない、美術館って何だかわからないですから、日本の役人は古いものを集めるのを博物館

にしようと、現代作家のものは美術館にしようという妙な考え方を持ってしまいまして、その

名残が今ずっと博物館法に生きています。 

  ただし、博物館も美術館も同じ展覧会ができるんですね、現実に今。だからここら辺は、こ

れ、あのせい、このせいじゃないですが、日本の非常に異様な世界だということをまず認識し

ておいていただきたい。とにかく日本にはミュージアムなんて当然ないですから、西洋から入

れてきたときにミュージアムをどう訳すかというところで博物館にした。 

  だから、一番最初にできたのが明治の時代です。国立博物館ができた。国立博物館ができた

後、今度は美術館ができたのはこれいつですか、大正に入っているんですか、東京都美術館と

ありますね、これができたんですが、日本が、またこれおかしなことをしちゃったんですが、

この美術館は収蔵品ないんです。全て日展とか院展を開催するためのスペースとしてつくっち

ゃった。だから、美術館というものの考え方が貸しギャラリーみたいな形で、あれ借りて、こ

れ借りてというような運営をする日本というおかしな国になってしまっています、現実に。 

  実際は美術館というのは、一番の発端、世界最初の美術館、どの辺だと思いますか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  正直言ってどこかわかりませんが、ローマのほうかなというような感じはいたしますけれど

も、はっきり言ってよくわかりません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） かなりいい線いっているんです。要するに、これは個人コレクションから

始まっています、歴史的には。これは中世の貴族、だから王侯貴族ですから、イタリアの辺に

はローマにある、その辺で貴族が持っていた。 

  それで、本格的なのができたのはルーブル美術館です。これは、ルイ王朝をぶっ倒した、ギ

ロチンかけてしまって。ルイ王朝が集めた財宝を要するに国民のものとしちゃったんですね、

国民が。これでできたのがルーブル美術館、これが世界初です。その後はもう戦争するたびに

分捕ったりというのはどこの国もやっていますけれども、そういった形で美術館というのは、

もともとのベースというのはコレクションがもとなんです。ですから、何も持たない美術館と
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いうのはあり得ない。だから、空っぽの美術館は世界にないんです、山ノ内も一時宣伝しまし

たけれどもね。 

  だから、山ノ内にある例えば児玉果亭にしろ、それからローマングラスにしろ、あんなもの

はという方よくいらっしゃるんですが、あれを集めること自体、持っていること自体が美術館

の美術館たるところですので、そこら辺を考えてこれからぜひ運営していっていただきたいな

と思います。 

  ですから、一番言いたいのは、企画展とか何かを、何しよう、これしようと考える以前に、

まず自分の美術館は何かと。基本的に、じゃこれ、これしようと。人が何を言おうが、これが

私たちの収蔵物。それでその調査と研究を学芸員はすべきなんです。今までの学芸員の中で児

玉果亭の研究した学芸員、資料上がっていますか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  その辺につきましては承知しておりません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） 大きな勘違いをなさっちゃうのは、学芸員さんというのは自分の趣味、主

張で動いてしまう場合が多いんです。学芸員の仕事というのはそこの美術館の収蔵物の研究で

あり調査。だから、例えば児玉果亭なら南画とかそういった一連のものがどうしてどうあるの

かという研究をなさるのも、これ非常に大切な学芸員の仕事なんですが、どうも学芸員さんと

いうのはよその美術館なんかとのコネクションを非常に強くしちゃって、自分の力を上げてい

く努力をなさっちゃう傾向がある。これは学芸員さんかわられたときだから言いますが、やは

り自分の美術館にこんなものしかないというのはこの山ノ内町の特質なんですが、だからそれ

を研究なさってくださいということです。 

  それで、ガラスに関しては数千年の歴史があります、もう既に。今もてはやされている美術

品なんていうのは100年後ほとんど消えちゃう作品しかございません。草間がぎりぎり残るか

残らないか知らないですけれども、基本的には没後100年たつとほとんどの作家は消えていき

ます。1,000年たったらもうほとんど皆無になりますから、4,000年前の作品があるということ

自体が非常に重要ですので、それだけは念頭にやられるように学芸員さんにお伝えいただけま

すでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） お答えいたします。 

  過去の企画展におきましても、ロマン美術館に収蔵、所有しておりますそういうものの企画

展、また地元の和合会さんが持っていらっしゃる企画展、そんなものもやってきているわけで

ございます。今いただいたお話についてはまた新しい学芸員のほうにもお話はいたしますけれ

ども、そんなこともやってきているということはご理解をいただきたいというふうに思います。 
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  以上です。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君。 

８番（山本良一君） それで、前々から言いますけれども、赤字というんですか、極端な赤字と

いえば赤字ですね。赤字でない美術館というのは探すのは不可能に近いんです。世界三大美術

館というんですか、ニューヨークのメトロポリタンというのは無料だったんですが、この2018

年からお一人様2,500円の入場料を取るようになりました。そこの採算が、入館料の割合が、

約60％入館料で賄っている。残り40％、これは寄附です。とにかく美術館というのはよほどの

物好きか意味がないと、要するに権力者が始めたものですから、生い立ちが、成立しません。 

  もう一つおもしろいのは、日本人の特質なんですが、世界で一番美術館へ行く国民は日本人

です。世界で一番絵を買わない国民というのは、日本は最下位クラスです、世界で。日本の場

合は、だからコレクションするということが非常にノーマルでないことです。極めて特殊な例

です、世界の中でも突出して。絵は見に行くもので買うものじゃない。 

  そういった形の中で行政も大変には大変なんでしょうが、これ、残すものをちゃんと残して

いかないと、そのときそのときのはやりで捨てるものをどんどん捨てちゃいますから、皆さん

代がかわるごとに。これがかわっても残り得るものをロマン美術館は目指していただきたい。 

  だから、もうこれ以上古くなりませんから、ローマングラスなんて、あれにかわるものはご

ざいません。だから、自信を持ってあれを表へ出してもらって大丈夫です。今の当たり前なん

てことは本当に世の中変わるとだめになりますので、美術館でそれをきちんと守っていただき

たい。児玉果亭もやはりこの山ノ内町で守っていくしかないので、守るべき責務がございます

ので、これに対する研究も引き続きお願いしたい。 

  ロマン美術館は、美術館は収集というのが大切だよという例として一つ私提案させていただ

きますが、オリンピックのポスター、これ無尽蔵に今もあります、過去からずっと。これは、

そのときそのときその国家がこれはという作家に依頼してつくられた作品で、参考までに、今、

議会事務局に２点、あれは平昌とサラエボのオリンピックのポスターが２枚入っている。両方

とも日本人の作家を韓国とサラエボが登用していますので、大いに参考になるかなと思います。 

  私ども山ノ内町はオリンピックやっていますので、そういったゆかりもありますし、何より

も安いし内容は非常にいいということで、ぜひお勧めするコレクションの目玉かなということ

を一言提案させていただきまして、質問を終わらせていただきます。 

議長（西 宗亮君） ８番 山本良一君の質問を終わります。 

  ここで議場整理のため２時15分まで休憩します。 

 （休 憩）          （午後 ２時０７分） 

─────────────────────────────────────────────── 

 （再 開）          （午後 ２時１５分） 

議長（西 宗亮君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────────── 
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議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君の質問を認めます。 

  ４番 髙山祐一君、登壇。 

（４番 髙山祐一君登壇） 

４番（髙山祐一君） ４番 緑水会髙山祐一です。 

  近年、外国人観光客が多く訪れるようになったこの風光明媚な日本列島は、地震、津波、台

風や線状降水帯の影響などによる風水害など頻繁に起こり、この夏は、そこに持ってきて気温

40度を超える猛暑、今や暑さは災害ということになった。 

  当町も、多くのインバウンドが訪れる町として、また住民が快適に安心して暮らせる町とし

て、日々進化していかなければならないと痛感しているところです。９月は防災月間であり、

今回はそんなことを踏まえ質問させていただきます。 

  それでは、通告に従いまして質問いたします。 

  １、安心安全のまちづくりについて。 

  （１）６月の大阪北部地震で小学校のブロック塀倒壊による女児死亡事故を受けて、町の対

応は。 

  （２）防災無線デジタル化は難聴地区を解消する対策がとられているが、豪雨災害時、川沿

いの地域は雨・風・川の流れなどで指示が聞こえにくくなる可能性がある、そのときの対応は。 

  （３）各地区指定避難所にクーラーの設置要望があるが、助成要綱新設の検討を。 

  （４）経年劣化による外湯外壁の耐震対策の要望があるが、助成対象に。 

  （５）県知事委嘱の自主防災アドバイザーの役割は何か、またその活用は。 

  （６）町消防防災委員会の委員構成、委員会開催数は。消防団再編成の具体的検討は。 

  （７）５月の新潟女児殺害事件を受けて、通学路初め公共施設に今後防犯カメラ活用の考え

は。 

  （８）湯ノ原地区の避難路は現在仮設のようなものがあるが、河岸段丘の上段に上がる堅牢

な避難路建設の検討を。 

  以上、再質問は質問席にて行います。 

議長（西 宗亮君） 答弁を求めます。 

  竹節町長、登壇。 

（町長 竹節義孝君登壇） 

町長（竹節義孝君） 髙山祐一議員のご質問にお答えいたします。 

  まず１点として、安心安全のまちづくりについて８点のご質問をいただいておりますが、町

では、第５次総合計画後期基本計画の第４章で「安全・安心な明るいまちをつくる」として、

災害への備えや地域の安全に向けさまざまな施策を展開しております。 

  ご質問の中で防犯カメラの設置とのことでございますが、犯罪抑止、事件等での一定の効果

の一方、住民、観光客のプライバシー保護などの課題もあり、最近、警察からはドライブレコ

ーダーの装着要望が町へ来ており、交通事故時の証拠や犯罪時にも一定の効果があるとのこと
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から、一部、公用車へ装着し、引き続き他の公用車にも装着を推進するとともに、職員にもド

ライブレコーダーの装着を呼びかけております。 

  （１）を教育長に、（２）、（３）、（５）を危機管理室長、（４）を総務課長、（６）を

消防課長、（７）を健康福祉課長からそれぞれ細部のご答弁を申し上げます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 柴草教育長。 

教育長（柴草 隆君） 髙山祐一議員のご質問にお答えいたします。 

  １の安心安全のまちづくりについての（１）６月の大阪北部地震で小学校のブロック塀倒壊

による女児死亡事故を受けて、町の対応はでございますが、事故を受けまして文科省及び県教

委から緊急点検の指示がありました。 

  学校敷地内に建築基準法に不適合なブロック塀があるか確認したところ、該当するブロック

塀はありませんでした。なお、通学路については、広範囲になることからＰＴＡにも協力をお

願いし、学校を通じて危険なブロック塀がある箇所の情報提供を依頼しているところでござい

ます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  （２）の防災無線デジタル化は難聴地区を解消する対策がとられているが、豪雨災害時、川

沿いの地域は雨・風・川の流れなどで指示が聞こえにくくなる可能性がある、そのときの対応

はとのご質問ですけれども、防災無線の情報を宅内で聞くための戸別受信機の貸し出しにつき

まして現在申し込みを受け付けており、12月以降、順次設置いただく予定となっております。 

  また、パソコンや携帯電話、スマートフォンにより防災無線の情報をメールで配信するサー

ビスの準備も進めており、災害や避難に関する緊急の情報について確認いただけるようになり

ます。 

  （３）各地区指定避難所にクーラーの設置要望があるが、助成要綱新設の検討をとのご質問

ですが、現在、町内には福祉避難所を含めまして37カ所の避難所がございます。このうち、町

所有の施設を中心に、一部設置を含めて約半数弱の17避難所に冷房機器が設置されています。 

  一方、各地区が所有あるいは管理する公会堂や集会所などはほとんど冷房機器が設置されて

いない状況であり、避難所として使用する際には、住民が安心して過ごすことができる環境の

整備が必要だというふうに考えております。 

  緊急時の対応といたしましては、学校の体育館のほか公会堂や集会所など冷暖房設備が不十

分な施設につきましては、すぐに使用でき、工事の必要がなく、移動も可能なクーラーのレン

タルなどを考えております。 

  なお、町では区有施設等整備事業補助金交付規程を定めておりますけれども、公会堂につき

ましては新設、全面改築及びバリアフリー化が補助金の対象でありますので、今後、規程の見
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直し等、地域の皆様のご意見を参考にしながら検討をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

  次に、（５）県知事委嘱の自主防災アドバイザーの役割は何か、またその活用はとのご質問

ですが、自主防災アドバイザーにつきましては、長野県強靭化計画の中で、自主防災組織の立

ち上げや地域防災力の向上及び自主防災活動の活性化を目指し、県や市町村とアドバイザーが

連携して自主防災組織への支援を行うための橋渡し役として位置づけられております。 

  アドバイザーの活用につきましては、今後、各地域の自主防災組織での研修や訓練、防災計

画の策定などにおいてご助言やご協力をいただくことを期待しているところでございます。 

  次に、（８）湯ノ原地区の避難路は現在仮設のようなものがあるが、河岸段丘の上段に上が

る堅牢な避難路建設の検討をとのご質問ですけれども、当該避難路につきましては、地元から

の要望によりまして、設置箇所や工法について地権者を含む関係者合意のもとに、平成24年度

に本設整備をされたものでございます。平成27年度には、髙山議員のほうにも仲介をいただき

まして照明器具の設置や階段の修繕なども行われ、緊急用の避難路として整備済みでございま

す。 

  地元の皆様にも改めて確認していただくとともに、災害への備えとしまして、地域または各

家庭におかれましても、避難場所や避難経路、避難方法など災害について日ごろから準備をい

ただくことが重要ではないかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 総務課長。 

総務課長（小林広行君） お答えします。 

  １の安心安全のまちづくりについて、（４）経年劣化による外湯外壁の耐震対策の要望があ

るが、助成対象にとのご質問ですけれども、耐震対策事業につきましては、国と県と連携しな

がら、一般住宅、避難施設、旅館などについて耐震診断や耐震改修に係る支援を実施しており

ますが、外湯につきましては、現在のところ耐震対策事業としての支援はございません。 

  また、町では、区有施設等整備事業補助金交付規程を定め、公会堂や防犯灯の整備について

補助金を交付しておりますけれども、公衆浴場につきましては新設及び全面改築の場合に交付

対象となりますので、ご活用をいただきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） （６）町消防防災委員会の委員構成、委員会開催数は。消防団再編成

の具体的検討はとのご質問に答弁いたします。 

  町消防防災委員会の構成は、町長を会長に、副町長、町議会議員２名、区長会４名、消防団

２名、町長の指名による委員の５名、計15名で構成され、昨年度は１回の開催でございます。 

  また、消防団再編成の検討につきましては、将来的な消防団のあり方として部の統合なども

考えられますが、地域の状況を十分把握する中で、有事の際の機能低下が生じないよう、地域、
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消防団とご相談しながら消防防災委員会において検討してまいりたいと考えます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（鈴木隆夫君） 補足して申し上げます。 

  （７）５月の新潟女児殺害事件を受けて、通学路を初め公共施設に今後防犯カメラ活用の考

えはとのご質問にお答えします。 

  防犯カメラは、子供の安心安全だけでなく、それ以外の犯罪防止など多様な目的に効果があ

るものと認識しております。一方、町長もお答えしましたが、設置にはプライバシー保護の観

点から画像データの取り扱いが問題視されておりまして、町では街頭における防犯カメラは設

置していない現状でございます。 

  公共施設のカメラ設置については、施設を所管する課の対応となりますが、現在のところ、

設置する計画などは承知していないところでございます。 

  なお、長野県警察も防犯カメラ設置を推進してはおりますが、現在のところ、自治会等を対

象とした補助制度があるのみで、行政を対象とした補助はないところでございます。 

  一方、これも先ほど町長が申し上げましたが、交通事故等の状況把握のため、公用車への積

極的なドライブレコーダー設置については要請があるところで、現在、その収録データを犯罪

捜査等へ活用可能とする協定締結に向けた協議が始まっておるところでございます。 

  また、既に動いていることでございますが、中高防犯協会や町内各小学校と連携した子ども

を守る安心の家事業があります。町内68件の商店等が登録されておりまして、日ごろから子供

の見守り活動にご協力をいただいておるところでございます。 

  これらの現状を踏まえまして、防犯カメラの設置につきましては調査・研究段階でありまし

て、周辺自治体の設置状況の把握や先進事例の検証を考えているところでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それでは、１のブロック塀についてちょっと再質問をさせていただきます。 

  私、何でこの質問をするかといいますと、あの事故が６月起きまして、しばらくして上条の

ある方からこう言われました。大阪の事故を受けて町は通学路のブロック塀の点検をしたのか。

ある通学路の場所を私に言いまして、あの場所のブロック塀は大分クラックが入っているよう

だと言われました。しかしながら、個人所有のブロック塀に行政がちょっかいを出せるものか

という考えもありましたのでそのままにしていたんですが、そこへ６月末、信濃毎日新聞に小

布施町議会の議事が載っていました。それは、６月議会一般会計補正予算でブロック塀検査機

器購入５万円という小さな記事でございました。 

  それを見まして、どういうことかというのを小布施町の所管の方にお聞きしました。これは

議員からの一般質問などの要請でこういうふうにしたのかというふうにお尋ねしましたら、６

月議会はその事故がある前に終わっていますので町独自で考えてやりましたと。建設水道課内
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で検討して、教育委員会とも協議して決定しましたと。１個２万5,000円、２台分、これがそ

の５万円のブロック塀検査機器購入の内容でございました。 

  大阪の事故を受けてすぐこういう対応をとった小布施町は、何とまあ素早い行動をとられる

のかと感心したわけですけれども、その点検というのは、ブロック塀の中に鉄筋がちゃんと入

っていればまあまあ安全だと。今回倒れたのは鉄筋が入っていない、それからコンクリートの

支えになるものもついていなかったということで倒れて、児童が亡くなったという事件でした

ので、そのことについて素早く対応して、そのブロック塀の点検、検査機器というのが大切な

ことだなと思いまして、伺ったところ、まずは学校周辺のブロック塀を初めとして公共施設の

ブロック塀の点検、それから通学路のブロック塀の点検をすると。それから、ここからがちょ

っと大事かなと思うんですが、一般の個人にも貸し出しをするということでございました。そ

れは１日限定で朝から夕方まで貸し出しすると。 

  私の家も、どちらかというと以前の所有者が、家の周り、多分100メートルぐらいになると

思うんですが、ブロック塀があります。あの事件を受けて大丈夫かなという気持ちはありまし

たけれども、その高い機器を買って検査しても一回使えば、もうそれで終わりなので、これは、

小布施町のように行政が用意して一般の方に貸し出すというのは非常にいいことじゃないかな

というふうに思ったわけですけれども、この件につきまして建設水道課では何か検討された経

緯はありますか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） お答えいたします。 

  ブロック塀のこの件については、まずは学校ということで、学校のほうでも教育委員会のほ

うでいろんな調査があるというのはお聞きしていまして、それで国交省、建設事務所からもい

ろんな調査が今後来るのかなということで待っていたんですが、どんな施設があるかというの

を調査しろというような指示はございません。 

  ただ、県のほうでも、ブロック塀等の安全点検をお願いしますということで、ホームページ

のほうで、相談窓口は各建設事務所の建築課のほうで相談していますよというように周知され

ております。 

  うちのほうも、こちらの県のホームページのほうにリンクできるように今周知はしているん

ですが、建築基準法で例えば高さは2.2メートルだとかいろんな基準あるんですけれども、そ

ういう自主点検ができるようにというようなことで、ホームページ、県のほうでありますので、

そちらのほうにはリンクしております。ほかの市町村も大半その県のホームページにリンクし

て、相談窓口は建設事務所にありますよというような周知はうちのほうもしております。 

  それで、検査機器ということで、そちらについては建設水道課では今対応しておりませんけ

れども、ほかの市町村とか建設事務所さんのほうにもお聞きしまして検討はしていきたいと思

います。あと、今、教育委員会のほうでいろいろ調査されているということですので、その結

果も踏まえて連携していきたいと思います。 
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  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 教育委員会で今調査しているところということでございますけれども、そ

の結果というのは、通学路に限って、それはＰＴＡや学校にお任せするということでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 教育次長。 

教育次長（大塚健治君） お答えいたします。 

  現在、先ほど建設水道課長が申しましたけれども、こちらのほうでは、ＰＴＡの皆さんの協

力のもとに情報提供を呼びかけて、危険箇所の情報共有を図るという意味で情報共有の題材と

なる情報を依頼しているところでございますので、そのような中身でこちらのほうは対応いた

しております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 先ほど建設水道課長、今検討中であると、前向きに検討ということでよろ

しいですか。 

議長（西 宗亮君） 建設水道課長。 

建設水道課長（小林元広君） 機器を購入するのがいいのかということ、ちょっと今判断できな

いんですが、ただ、このブロック塀についていろんな業者さんにもお聞きしたんですが、自分

の家のブロックが心配だとかという相談は、結構それぞれの業者さんにはご相談あるようです。 

  それで、やはり鉄筋が入っているかどうかというのは、それぞれ業者さん等設計会社でも対

応ができるというようなお話も聞いていますので、個々に心配な方は対応をされているような

こともお聞きはしております。ですので、そこら辺はちょっと状況を見て検討できるものは検

討していきたいと思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） これは、先ほど申しましたけれども、業者さんに頼めばそれなりのお金も

かかります。小布施町のように、町で買って貸し出しをするというのが非常にいい案ではない

かと思いますので、その辺はぜひ進めていただきたいというふうに思います。 

  それから、この件に関して先ほど山本良一議員の質問で、第６次行政改革大綱実施計画の中

で職員提案制度の見直しで提案ゼロということでありまして、その中身とすれば事務改善をこ

れからは事業提案につなげていきたいということでございますので、こういうことに関しても、

こういう死者が出たようなニュースを捉えて、この町で、自分たちの課で何かできないかとい

うような発想を持っていただきたいなと思います。先ほど話しました上条の方が、一般の住民

の方が感じるそういう感性をぜひ行政に生かしていただきたい、こんなふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２番目、防災無線デジタル化のことなんですが、私も湯ノ原地区、川のすぐそ
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ばに住んでおります。大雨のとき、ほとんどいわゆる行政無線は聞こえません。 

  そのときに、この間、湯ノ原に熊が出たということで広報車が回ってきてくれまして、割と

ゆっくり走りながら、熊が出ました。行政無線で聞いているときには何を言っているかよくわ

かりませんでしたけれども、その広報車が回ってきて非常によく何を言っているか理解するこ

とができました。 

  ということで、先ほど、メール配信などもありますのでそれを利用してくださいというよう

なこともありましたけれども、広報車がいわゆる出動するという、そんなような何か規定とい

うのは、通常とは違う、こういう対応をとろうという規定というのはありますでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  山ノ内町の地域防災計画の中にそういった記述があったかどうかというのは、私はちょっと

記憶をしていないところでございますけれども、必要に応じて広報車を出すというのは当然の

ことだというふうに思っています。 

  ただ、災害の種類によって広報車を出すことがかえって危険な場合ということがございます

ので、今、髙山議員が申された、例えば土砂災害とか河川の氾濫とかそういったもののもし災

害であれば、むしろその広報車が危険になるということもありますので、災害の種類によって

可能な場合は広報車を出すということも当然検討していく必要があるというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 最近、家屋の気密性が高くなってきていたりします。その場合のデジタル

放送の聞こえ方の調査というのはされていますでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） 大変申しわけございません。防災無線のデジタル化の工事等につ

きましては消防課のほうで担当しておりますので、申しわけございませんけれども、消防課の

ほうでお願いしたいと思います。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） 大変申しわけございません。ご質問内容をもう一度確認したいんです

が、よろしくお願いします。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 最近、住宅の気密性が高くなっておりまして、デジタル無線で放送してど

の程度聞こえているかというようなことの調査をやっておりますか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。大変申しわけありませんでした。 

  防災無線のデジタル化を実施するに当たりまして、設計段階で、それまでのアナログ波によ
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る音達とデジタル波にした場合の音達、その比較調査をまず行っております。音達につきまし

ては、音量、デシベル等の測定、それから人間の耳による音達ぐあい、聞こえ方、そういった

ものの調査をしてございます。それに基づきまして、アンテナを建てる柱の位置、基本的には

従来の位置に配線スピーカーをつけ直すという工事が大半になりますけれども、それでも聞こ

えにくい場所につきましては新設をしてございます。そういった調査を加えまして、現在、柱

につきましては全て建立が終わっていると。 

  ６月の議会でも聞こえにくいというご指摘があった関係で、そちらの調査につきましては

近々に行う予定でございます。そういった意味で、音達についての調査を行った上での設置で

ございます。 

  もう一点、建物の中にいたときの音の聞こえ方、こちらにつきましては、申しわけございま

せんが調査をしてございません。その地域における屋外での音達調査というところにとどまっ

ておりますので、建物の状況にもよりますけれども、建物内における音達調査については行っ

てございません。 

  以上でございます。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それでは、今後、建物の個々のモニターみたいな形で調査をしたり、大雨

が降っているときを狙って、音達がうまくいっているかどうかという調査については今後いか

がでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  今のところ予定をしているものではございませんが、屋内での音達、十分に音が聞こえると

いうものを想定しますと、逆に屋外におけるスピーカーの直近のお宅、あるいは屋外にいらっ

しゃる場合も含めてですけれども、大き過ぎてしまうという問題も抱えております。 

  モニター調査という部分については、必ずしも聞こえるように音を大きくするということに

は限らないかもしれませんけれども、今後運用していく中でさらに聞こえないというご意見が

多ければ、モニター調査というものの実施も検討していく必要もあるかと思います。 

  ただ、実際のところ、うるさ過ぎて困るという苦情もありまして、スピーカーの位置を変え

たり音量を小さくしたりということを既に行っていることもございますので、今後の検討課題

というふうに考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 実際、平時のときにはそんな大きな音で出せばうるさいと言われると思い

ますけれども、実際、災害が起きているときにはその辺を、固まってやるんじゃなくてそれに

応じた対応をしていただければありがたいかなと思っております。よろしくお願いします。 

  それから、３番の指定避難所クーラー設置の件ですけれども、これは８月７日、東部区長会
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と東部議員団との懇談会を渋コミュニティセンターで行いました。夕方６時半からの懇談会で

したけれども、外はまだ暑かった日でした。区長会のある方から、ここは冷房があっていいね。

うちのほうはクーラーがないのでもし避難した場合、暑さで参っちゃうみたいな、そんな発言

がございまして、町の助成制度はないかなという趣旨の発言がございました。 

  指定避難所に避難していったらそこがまた災害地であるというようなことがあってはいけな

いことでございます。最近、山ノ内町、標高が五、六百メートルありますけれども、非常に暑

く、この夏は非常に暑かったでございます。それで、今現在、指定避難所にクーラーがついて

いるところは何カ所あるかわかりますか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  先ほどの答弁でも申し上げたとおり、一部設置を含めて17避難所に冷房機器が設置をされて

いるという状況でございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 各地区にあるコミュニティセンターとか、町設置ではなくて地区にあると

ころで、私の知っている限りは渋のコミュニティセンターと穂波温泉ぐらいかなと思っており

ます。先ほどの答弁では設置がまだまだでございますので、今後、クーラー設置の助成制度を

どんどん進めていっていただければありがたいかなと思います。 

  あと、４番の外湯外壁耐震対策なんですが、先ほど今のところはそういう助成制度はないと

いうことでございますけれども、なかなか、行政のほうで何かしてくれというふうにお願いし

ても、これちょっと難しい問題かもしれませんけれども、これは一応、住民の方の要望が強い

と思われますので、この辺も進めていっていただければありがたいかなと思います。 

  続きまして、５番の県知事委嘱の防災アドバイザーについてですけれども、今、北信管内、

山ノ内に防災アドバイザーは何人いらっしゃいますか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  １名でございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） そのアドバイザーはどんな活動をしておりますか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、このアドバイザーというのは、県のほうで委

嘱をされているものでございまして、山ノ内町が直接その方とかかわって何かをやっていると

いうところは把握をしていない部分もございますけれども、ただ役割は、先ほども申し上げた
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とおり、自主防災組織が行う例えば防災訓練あるいは避難訓練、そういったものに対してアド

バイスをしていく、そういった立場の方だということですので、その実績、どういった地区に

どういったアドバイスをしたかということはちょっとうちのほうには情報はまだいただいてお

りませんので、そんなところでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） このアドバイザーの研修というのが、毎年、消防学校で一日、町の総務課

職員も同行して一緒に研修しているというふうに聞いていますけれども、どうですか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  私、今その話を聞くまでちょっと承知していなかったんですけれども、恐らく総務課の防災

担当の職員もその研修会には出ているものと思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） ということは、町の総務課の職員も研修を受け、防災アドバイザーも一緒

に行って研修を受け、町のために何か活動してもらうという発想はないんですか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、自主防災活動の支援ということなんですね。

自主防災組織というのは、町の組織じゃなくて各地域における自主防災組織の関係になります。

ですから、直接的にはその自主防災組織が行うさまざまな、防災活動のための組織づくりとか

そういった訓練とか、そういったものにアドバイスをしていただくということになります。 

  ただ、間接的には当然、山ノ内町も一緒になってやっていかなくちゃいけないという部分が

ありますので、その辺は町も協働してやっていくという考えでございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それでは、毎年、消防学校での研修の費用というのはどこから出ています

か。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  私もちょっと細かい費用の支出はわかりませんけれども、一部、多分、交通費等は負担して

いるのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それであるならば、例えば各地区の自主防災に限らず町の防災訓練にも協
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力していただくこともあり得るかなと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） ちょっと誤解をされるといけないんですけれども、自主防災活動

の支援事業という形で県のほうから委嘱されているので、中心は先ほど申し上げましたとおり

自主防災組織の関係になりますけれども、町の事業でも当然、地域の皆さんに関連してくる事

業は防災の観点からいうと物すごく多くあるわけでございます。そういう意味からしますと、

当然、町のほうにもご協力をいただくし、町と一緒にやっていく部分というのはございます。 

  ただ、私が申し上げたのは、当自主防災組織の活動に対する支援が中心になってくるという

ことを申し上げただけで、それだけでほかはやりませんよと、そういう意味ではございません

ので、誤解のないようにお願いしたいというふうに思います。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 例えば湯ノ原で、７月だったかな、自主防災組織の訓練がありました。そ

のときには消防課と健康福祉課の方に来ていただいて講師を務めていただいたんですが、そう

いう場合にこの防災アドバイザーの役割というか、立ち位置というのはどういうふうになりま

すか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  ちょっと実名を出して申しわけないんですけれども、自主防災アドバイザーというのは、元

消防団長をやられておりますし、消防課長、消防署長もやられておりましたので、そういう意

味では非常にそういった防災活動に明るい方でございます。 

  したがいまして、各地区のそういった防災に関する訓練等についても、そこに参加していた

だいてアドバイスをいただくということは非常に有益な部分があるのではないかというふうに

考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） その場合、例えばその方に依頼する場合は、自主防災組織が直接依頼する

のですか、それとも自主防災組織が危機管理室なり消防課にお願いしてそこからお願いするよ

うになるのか、その辺はどうなっていますか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） お答えします。 

  直接でも多分いいかと思いますし、例えば消防課あるいは危機管理室を通して頼んでいただ

いてもいいかというふうに思っておりますけれども、ただ、自分たちが把握するという意味で

は、後者の危機管理室あるいは消防課のほうを通していただいたほうがよろしいのかなという

ふうに考えております。 
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  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 今、各地区で自主防災組織が立ち上がっているわけですが、専門知識を有

するアドバイザーを有効活用して有意義な自主防災組織ができることを望むわけですけれども、

消防課なり健康福祉のほうからも大いにその方を活用するようなことを今後していっていただ

きたいと思いますけれども、その点につきましていかがですか。 

議長（西 宗亮君） 危機管理室長。 

危機管理室長（小林広行君） せっかくの委嘱をされた方でございますので、活動については積

極的にしていただいたほうがよろしいかと思いますので、今、髙山議員がおっしゃられたとお

り、そっちの方面にも広げていければなというふうに考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 続きまして、町消防防災委員会のことで、その６番をお尋ねしたいと思い

ます。 

  ６月議会で児玉議員がこの件についても質問しておりますけれども、重複するかもしれませ

んけれども、よろしくお願いいたします。 

  消防団、それから団員におかれましては、日ごろより地域住民の生命・財産を守るべく努力

をいただいていることに対しまして、まず敬意を表するところでございます。 

  消防団組織の再編はどこが主導してやるんでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  主導という表現からしますとちょっと心苦しいところはあるんですが、いずれにしても消防

団につきましては山ノ内町消防団でございます。所管につきましては消防課になります。そう

いった意味での主導については町、組織でいいますと消防課ということになります。 

  ただし、６月の段階でもお答えしましたとおり、町が決めてこのように進めてくださいとい

う形はやはりとりづらいと。地域の実情等がございますので、地域での組み立ても重視しなけ

ればならないというふうに考えております。 

  ただ、再編に当たっては全体的な、例えばたたき台案、そういったものの提示、そういった

ことにつきましては町のほうでも十分検討しなければならないかというふうに考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 今、消防団の皆さんの現状は少なからず把握はしているつもりでございま

すけれども、６月の児玉議員は、10年、20年先を見据えて検討していったらどうかというよう

なことをおっしゃいましたけれども、その団組織の再編につきまして何年ぐらいをめどに進め

るというお考えですか。 
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議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  年次計画という形では、今のところ計画を持っている段階ではございません。ただし、やは

り喫緊の課題であるという認識をしておりますので、先ほども申し上げましたたたき台なり原

案、素案、そういったものにつきましては早急に検討しまして、現幹部、消防団の幹部、そう

いったところに相談をかけていく時期ではないかというふうに考えております。 

  よって、何年後に再編しますということは今時点では具体的計画はございません。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） ６月の児玉議員が、飯綱町の役場の自動車班について質問しました。その

とき、消防課長は、承知しているかという問いに、承知はしているというふうにお答えしまし

たけれども、その先のことをちょっとお尋ねします。 

  それは、現実的にやればできるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  結論から申しますと、可能性はあるというお答えになろうかと思います。ただ、今の答えに

つきましては、町役場内での協議、あるいは消防団、それから消防防災委員会、そちらのほう

には全くご相談、協議していない内容ですので、それが果たして実現するかどうかという部分

につきましては確約いたしかねるものでありますけれども、実例が近隣の飯綱町、県内の他市

町村あるいは全国の他市町村にもそういった事例がございますので、可能性はあるというふう

に今のところ考えております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それに関連しまして、実際に動いていただくのは庁舎内で平日仕事をして

いる職員の皆さんだと思いますが、現在、消防団の現役は何人で、機能別団員は何人いらっし

ゃいますか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  すみません、役場内でということ、全体でよろしいですか。 

（「全体で」と言う声あり） 

消防課長（町田昭彦君） 全体ですね。 

  山ノ内町消防団は、本年４月１日現在になりますけれども、総員で415名です。一般団員に

つきましては、幹部も含めまして329名です。機能別につきましては86名という状況でござい

ます。 

  以上です。 
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議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） すみません、今のはありがとうございました。 

  いわゆる役場内自動車班をもしやる場合にちゃんと機能するかということでちょっとお伺い

したんですが、すみません、役場の庁舎内に現役と機能別の方、何人いますか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  現役の基本団員につきましては16名、機能別につきましては７名、そのほか、あと幹部が２

名という状況でございます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それでは、以前より渋部内におきまして渋部車の存在について、要るとい

う方もいれば要らないという方、現役の方は、もうこれはちょっと重荷なので要らないという

ふうなのが、どうも地元の意見というか議論があるみたいですが、この件についてはご存じで

すか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） 渋部内におきましてそういった議論があるというお話は聞いておりま

す。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） その渋車の、もし要らないとなった場合ですけれども、その持っていき場

所として適切であろうと思うのは、先ほどの話の役場自動車班のところに持ってくるのが適切

かなというふうに思いますが、そういう考えについてはどうでしょうか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  東部分団で自動車がありますのは志賀高原部と渋部になってございます。地形からしますと、

渋部の自動車が東部全体をカバーするポンプ自動車だというふうに認識をしている中で、渋部

そのものが管理が困難だということになりましても、今度、東部分団という範囲の中で考えた

場合には、西部分団のように分団で管理をするということも考えられます。まずはその点では

ないかというふうに思われます。 

  先ほどの役場の自動車班という部分につきましては、それが設置可能な状態になりましたら、

例えば今の渋の自動車の更新の際に古いものを役場に置くとか、そういった考え方もあろうか

と思います。いずれにしましても、今後そういったものを地域と詰めていきたいというふうに

考えます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 
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４番（髙山祐一君） それでは、ラッパ隊について伺います。 

  ラッパ隊は、実際の火災現場やその他の場面に本当に必要があるのかという疑問があります

が、その点についてはいかがですか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  実際の火災現場につきましては、昨今、ラッパを使った伝令はほぼ行っていないということ

からしますと、現場における必要性については余りないのではないかというふうに考えます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） それでは、ラッパ隊が存在する意味はどこにありますか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  ラッパ隊につきましては、その歴史をもとに、もともとは伝令に使用していたというところ

と、規律を学ぶ、訓練する、身につける、そういった部分と式典等での活用、そういったとこ

ろでラッパ隊の意味があるというふうに認識しております。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） ラッパ隊は、今、女性部というのがありますけれども、女性部のように本

部付のラッパ隊にし、各部にラッパ隊を置く必要はないという考えもあると思いますが、その

点につきましていかがですか。 

議長（西 宗亮君） 消防課長。 

消防課長（町田昭彦君） お答えします。 

  現在、ラッパ隊につきましては44名の登録になっています。それぞれの各部から選出をして

いただき、ラッパ隊に登録という形になってございます。人数につきましては別の議論になろ

うかと思いますけれども、ラッパ隊そのものの人数が各部から離れて本部付きになりますと、

各部の活動が低下するということも考えられます。 

  よって、ラッパ隊を残すか残さないかという議論もありますけれども、それぞれの各部から

の選出をもとにラッパ隊を組織するということのほうが有効であろうというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君。 

４番（髙山祐一君） 近年、ポンプ操法大会の参加を各部隔年とするとか、機能別消防団員の創

設など、消防団改革は進んできています。分団編成や車両配置見直しなどの改革はまだ着手さ

れていないと思いますけれども、余り劇的な改革は望むものではありませんけれども、消防団

の現状をよりよくするための努力を要望しておきます。 
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  続きまして、７を飛ばしまして、８、湯ノ原地区の避難路のことをちょっとお尋ねします。 

  ７月８日に湯ノ原自主防災組織訓練がありました。そのときにアンケートをとりました。ど

ういうアンケートかというと、設問は５つあったんですが、そのうちの一つ、避難先希望です。

湯ノ原の住民が避難先どこにしたいか。上りはきついけれども、同じ沓野区の傳習館がいいと

答えた方が15名、下りで楽に避難できる南小学校がいいと答えた方が23名、行政区を越えて、

やはり逃げるのは上じゃなくて下へ、楽なほうへ逃げたいというのがここではっきりあらわれ

てきていると思います。 

  自主防災組織によりますアンケート結果の分析というのはまだ完全にはできていませんけれ

ども、湯ノ原から佐野角間インターあたりに向かっての避難路の必要性を感じたところでござ

います。昭和25年８月に穂波温泉で犠牲を出した水害の原因となった堤防決壊の起こっている

地区であり、他地区に見られないような自主防災組織の運営がなされている湯ノ原地区の要望

を酌み取っていただきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

議長（西 宗亮君） ４番 髙山祐一君の質問を終わります。 

─────────────────────────────────────────────── 

議長（西 宗亮君） 以上をもって本日の会議を閉議し、散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 （散 会）          （午後 ３時１２分） 


